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○ 地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０２５プラン」策定について
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医 政 地 発 0 6 2 3第 1号 

平 成 2 9 年 6 月 2 3 日 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項について 

 

都道府県は、医療計画（医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第１項に規定す

る医療計画をいう。以下同じ。）において、二次医療圏（同条第２項第12号に規定する

区域をいう。以下同じ。）ごとに基準病床数（同項第14号に規定する療養病床及び一般

病床の基準病床数をいう。以下同じ。）を定めることとされている。また、医療計画に

おいては、地域医療構想（同項第７号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。）に

関する事項として、構想区域（同号に規定する構想区域をいう。以下同じ。）における、

病床の機能区分（同法第30条の13第１項に規定する病床の機能区分をいう。以下同じ。）

ごとの将来の病床数の必要量（同法第30条の４第２項第７号に規定する将来の病床数の

必要量をいう。以下同じ。）を定めることとされており、平成28年度末までに、全ての

都道府県において地域医療構想が策定されたところである。 

今後、都道府県において療養病床及び一般病床の整備を行う際には、地域の実情に応

じた質が高く効率的な医療提供体制を目指す観点から、将来の病床数の必要量を踏まえ、

下記の点に留意されたい。 

 

 

記 

 

 

１ 療養病床及び一般病床の整備に当たり留意すべき事項について 

今後、新たに療養病床及び一般病床の整備を行う際には、既に策定されている地

域医療構想との整合性を踏まえて行うこと。 

具体的には、新たな病床の整備を行うに当たり、都道府県医療審議会において、

既存病床数と基準病床数の関係性だけではなく、地域医療構想における将来の病床

数の必要量を踏まえ、以下のような点に留意し、十分な議論を行うこと。 

 

(1) 現状では既存病床数が基準病床数を上回り、追加的な病床の整備ができないが、

高齢化が急速に進むことで、将来の病床数の必要量が基準病床数を上回ることと

なる場合には、 

① 基準病床数の見直しについて毎年検討 

② 医療法第30条の４第７項の規定に基づく基準病床数算定時の特例措置を活

用 

することによって対応が可能であるが、その場合であっても、 
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・ 将来の高齢者人口のピークアウト後を含む医療需要の推移 

・ 他の二次医療圏との患者の流出入の状況 

・ 交通機関の整備状況 

などのそれぞれの地域の事情を考慮することが必要となること。 

 

(2) 現状では既存病床数が基準病床数を下回り、追加的な病床の整備が可能である

が、人口の減少が進むこと等により、将来の病床数の必要量が既存病床数を下回

ることとなる場合には、既存病床数と基準病床数の関係性だけではなく、地域医

療構想における将来の病床数の必要量を勘案し、医療需要の推移や、他の二次医

療圏との患者の流出入の状況等を考慮し、追加的な病床の整備の必要性について

慎重に検討を行う必要があること。 

 

 

２ 都道府県医療審議会と地域医療構想調整会議の整合性について 

都道府県医療審議会における議論の際には、地域医療構想調整会議（医療法第30

条の14第１項に規定する協議の場をいう。以下同じ。）における議論との整合性を

確保すること。 

具体的には、新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、開設等の許可を待

たず、地域医療構想調整会議への参加を求め、以下の事項等について協議を行うこ

と。 

○ 新たに整備される病床の整備計画と将来の病床数の必要量との関係性 

○ 新たに整備される病床が担う予定の病床の機能と当該構想区域の病床の機能

区分ごとの将来の病床数の必要量との関係性 等 

その上で、都道府県医療審議会における議論の際には、地域医療構想調整会議に

おける協議の内容を参考とすること。 

 

 

３ 第７次医療計画公示前における病院開設等の許可申請の取扱い等について 

現行の医療計画において、無菌病室、集中治療室（ICU）及び心臓病専用病室（CCU）

の病床については、専ら当該病室の病床に収容された者が利用する他の病床が同一

病院又は診療所内に別途確保されているものは、既存病床数として算定しないもの

とされている。これらの病床については、第７次医療計画の策定を念頭に、平成30

年４月１日以降、これまで既存病床数として算定していなかった病床を含めて、全

て既存病床数として算定することとされていることから、今年度において新たに療

養病床及び一般病床の整備を検討する際の判断材料の一つとして、当該病床を既存

病床数に含めて、各二次医療圏における病床の整備状況を評価することが考えられ

るため、必要に応じて検討すること。 
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医 政 発 0 7 3 1 第 4 号 

平 成 2 9 年 7 月 3 1 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省医政局長 

（公 印 省 略） 

 

 

「医療計画について」の一部改正について 

 

医療計画（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第１項に規定する医療計

画をいう。以下同じ。）の作成に当たって参考とすべき指針については、「医療計画

について」（平成 29 年３月 31 日付け医政発 0331 第 57 号厚生労働省医政局長通知。

以下「局長通知」という。）により示しているところであるが、社会保障審議会医療

部会等での議論を踏まえ、局長通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、本日か

ら適用することとしたため通知する。 

貴職におかれては、これを御了知の上、医療計画の作成と推進に遺憾なきを期され

たい。 
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医療計画について（平成29年3月31日付け医政発0331第57号厚生労働省医政局長通知） 新旧対照表 

改  正  後 現       行 

 

医療計画について 

 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成26年法律第83号）が平成26年６月に成立し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築

するとともに、地域包括ケアシステム（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律（平成元年法律第 64 号）第２条第１項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同

じ。）を構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療

法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）が改正され、地域医療構想（法第30条の４

第２項第７号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。）が導入された。 

地域医療構想において、都道府県は、二次医療圏（法第30条の４第２項第12号に規定する区

域をいう。以下同じ。）を基本とした構想区域（同項第７号に規定する構想区域をいう。以下同

じ。）ごとに、2025年の病床の機能区分（法第30条の13第１項に規定する病床の機能区分をい

う。以下同じ。）ごとの病床数の必要量とその達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に

関する事項を定めることとされており、平成 28 年度末までに、全ての都道府県において地域医

療構想を策定されたことから、今後は、地域医療構想の達成に向けた取組を進めていくことが求

められている。 

今般の医療計画の策定に当たっては、平成 28 年５月より開催した、医療計画の見直し等に関

する検討会における意見のとりまとめ等を踏まえ、 

① 急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築 

② 疾病・事業横断的な医療提供体制の構築 

③ ５疾病・５事業及び在宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の仕組みの強化 

④ 介護保険事業（支援）計画等の他の計画との整合性の確保 

などの観点から、法第 30 条の３第１項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針

（平成19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。）の改正を行うとともに、別紙

「医療計画作成指針」（以下「指針」という。）の見直しを行った。 

都道府県においては、患者本位の、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築し、国

民の医療に対する安心、信頼の確保を図るために、基本方針の改正の趣旨を踏まえた医療計画の

見直しを通じて、医療計画をより一層有効に機能させていくこと及び地域医療構想の達成に向け

た取組を進めていくことが求められている。また、そのために必要な人材の育成を継続的に行っ

ていくことも重要である。 

  

医療計画について 

 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成26年法律第83号）が平成26年６月に成立し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築

するとともに、地域包括ケアシステム（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律（平成元年法律第 64 号）第２条第１項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同

じ。）を構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療

法（昭和23年法律第205号。以下「法」という。）が改正され、地域医療構想（法第30条の４

第２項第７号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。）が導入された。 

地域医療構想において、都道府県は、二次医療圏（法第30条の４第２項第12号に規定する区

域をいう。以下同じ。）を基本とした構想区域（同項第７号に規定する構想区域をいう。以下同

じ。）ごとに、2025年の病床の機能区分（法第30条の13第１項に規定する病床の機能区分をい

う。以下同じ。）ごとの病床数の必要量とその達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に

関する事項を定めることとされており、平成 28 年度末までに、全ての都道府県において地域医

療構想を策定する見込みとなっていることから、今後は、地域医療構想の達成に向けた取組を進

めていくことが求められている。 

今般の医療計画の策定に当たっては、平成 28 年５月より開催した、医療計画の見直し等に関

する検討会における意見のとりまとめ等を踏まえ、 

① 急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築 

② 疾病・事業横断的な医療提供体制の構築 

③ ５疾病・５事業及び在宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の仕組みの強化 

④ 介護保険事業（支援）計画等の他の計画との整合性の確保 

などの観点から、法第 30 条の３第１項の規定に基づき、医療提供体制の確保に関する基本方針

（平成19年厚生労働省告示第70号。以下「基本方針」という。）の改正を行うとともに、別紙

「医療計画作成指針」（以下「指針」という。）の見直しを行った。 

都道府県においては、患者本位の、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築し、国

民の医療に対する安心、信頼の確保を図るために、基本方針の改正の趣旨を踏まえた医療計画の

見直しを通じて、医療計画をより一層有効に機能させていくこと及び地域医療構想の達成に向け

た取組を進めていくことが求められている。また、そのために必要な人材の育成を継続的に行っ

ていくことも重要である。 

（別紙） 

5



 

- 2 - 

また、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築及び居宅

等における医療（以下「在宅医療」という。）・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一

体的に行われるよう、医療計画、介護保険法（平成９年法律第123号）第118条第１項に規定す

る都道府県介護保険事業支援計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。）及び同法

第117条第１項に規定する市町村介護保険事業計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）

の整合性を確保することが必要である。平成 30 年度以降、各計画の作成・見直しのサイクルが

一致することも踏まえ、医療と介護の連携を強化するため、計画の一体的な作成体制の整備等、

必要な取組を推進していくことが重要である。 

都道府県においては、前述の趣旨にのっとり、医療計画の見直しの趣旨、内容の周知徹底を図

るとともに、指針に示す具体的手順を参考としながら、都道府県介護保険事業支援計画及び市町

村介護保険事業計画との整合性について十分に配慮した上で、その作成と推進に遺憾なきを期さ

れたい。 

なお、医療計画の作成に当たり、特に留意する事項については、以下に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

１ 医療計画の作成について 

  (略) 

２ 医療連携体制について 

  （略） 

３ 医療従事者の確保等の記載事項について 

また、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築及び居宅

等における医療（以下「在宅医療」という。）・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一

体的に行われるよう、医療計画、介護保険法（平成９年法律第123号）第118条第１項に規定す

る都道府県介護保険事業支援計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。）及び同法

第117条第１項に規定する市町村介護保険事業計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）

の整合性を確保することが必要である。平成 30 年度以降、各計画の作成・見直しのサイクルが

一致することも踏まえ、医療と介護の連携を強化するため、計画の一体的な作成体制の整備等、

必要な取組を推進していくことが重要である。 

都道府県においては、前述の趣旨にのっとり、医療計画の見直しの趣旨、内容の周知徹底を図

るとともに、指針に示す具体的手順を参考としながら、都道府県介護保険事業支援計画及び市町

村介護保険事業計画との整合性について十分に配慮した上で、その作成と推進に遺憾なきを期さ

れたい。 

なお、医療計画の作成に当たり、特に留意する事項については、以下に記すが、医療法の一部

を改正する法律（平成27年法律第74号。平成29年４月２日全面施行予定。）による改正後の医

療法に基づき記載している点に留意すること。また、医療従事者の確保、地域における医療及び

介護を総合的に確保するための基本的な方針（平成26年厚生労働省告示第354号。以下「医療

介護総合確保方針」という。）第２の二の１に規定する協議の場における協議事項等については、

新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会、医療従事者の需給に関

する検討会、社会保障審議会医療部会及び介護保険部会等での議論を踏まえ、必要な見直しを行

うこととする。 

また、「医療計画について」（平成24年３月30日付け医政発0330第28号厚生労働省医政局長

通知）、「地域医療構想策定ガイドライン等について」（平成 27 年３月 31 日付け医政発 0331 第

53 号厚生労働省医政局長通知）、「第十一次へき地保健医療計画の策定等について」（平成 22 年

５月20日付け医政発0520第９号厚生労働省医政局長通知）及び「周産期医療の確保について」

（平成22年１月26日付け医政発0126第１号厚生労働省医政局長通知）は廃止する。 

 

記 

 

１ 医療計画の作成について 

  (略) 

２ 医療連携体制について 

  （略） 

３ 医療従事者の確保等の記載事項について 
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(略)  

４ 基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について 

(1)～(6) (略) 

(7) 都道府県において療養病床及び一般病床の整備を行う際には、地域医療構想の達成に向け

た取組と整合的なものとなるよう、既存病床と基準病床数の関係性だけではなく、地域医療

構想における将来の病床数の必要量を踏まえて対応すること。具体的には「地域医療構想を

踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項について」（平成29年6月23日付け

医政地発0623第１号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）における留意事項を参照する

こと。 

５ 既存病床数及び申請病床数について 

(略)  

６ 医療計画の作成手順等について 

(1) ～ (6) (略) 

(7) 医療計画、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を一体的に作成

し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、医療介護総合確保方針第２の二の

１に規定する協議の場を設置すること。 

また、病床の機能分化・連携に伴い生じる、介護施設、在宅医療等の新たなサービス必要

量に関する整合性の確保が重要であることから、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村

介護保険事業計画において掲げる介護の整備目標と、医療計画において掲げる在宅医療の整

備目標が整合的なものとなるよう、当該協議の場において、必要な事項についての協議を行

うこと。 

７ 医療計画の推進について 

(略) 

８ 都道府県知事の勧告について 

(1) ～ (6) (略) 

(7) 国（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政

法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究セン

ター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療

研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医

療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び国立大学法人を含む。以

下同じ。）の開設する病院又は診療所については、法第６条に基づく医療法施行令（昭和23

年政令第326号）第３条の規定により、法第30条の11の規定は適用されないこと。 

なお、国が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは

(略)  

４ 基準病床数及び特定の病床等に係る特例等について 

(1)～(6) (略) 

 

 

 

 

 

 

５ 既存病床数及び申請病床数について 

(略)  

６ 医療計画の作成手順等について 

(1) ～ (6) (略) 

(7) 医療計画、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を一体的に作成

し、これらの計画の整合性を確保することができるよう、医療介護総合確保方針第２の二の

１に規定する協議の場を設置すること。 

また、病床の機能分化・連携に伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関する

整合性の確保が重要であることから、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事

業計画において掲げる介護の整備目標と、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標が整

合的なものとなるよう、当該協議の場において、必要な事項についての協議を行うこと。 

 

７ 医療計画の推進について 

(略) 

８ 都道府県知事の勧告について 

(1)  ～ (6) 略 

(7) 国（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政

法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究セン

ター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療

研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医

療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び国立大学法人を含む。以

下同じ。）の開設する病院又は診療所については、法第６条に基づく医療法施行令（昭和23

年政令第326号）第３条の規定により、法第30条の11の規定は適用されないこと。 

なお、国が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは
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病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若し

くは病床の種別を変更しようとするときは、「医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国

の開設する病院の取扱いについて」（昭和39年３月19 日閣議決定）又は法第７条の２第８

項の規定に基づき、主務大臣等は、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議等を

するものとされていること。 

この場合において、当職から関係都道府県知事に速やかにその旨及びその概要を通知する

とともに、当該計画の審査をするために必要な資料及び医療計画の達成の推進を図る観点か

らの意見の提出を求めるものとすること。 

   

 

(8) ～ (9) (略)  

 

９ 公的性格を有する病院又は診療所の開設等の規制について 

(略) 

（別紙様式１、２） 

 

病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若し

くは病床の種別を変更しようとするときは、「医療法の一部を改正する法律の施行に伴う国

の開設する病院の取扱いについて」（昭和39年３月19日閣議決定）又は法第７条の２第８

項の規定に基づき、主務大臣等は、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議等を

するものとされていること。 

この場合において、当職から関係都道府県知事に速やかにその旨及びその概要を通知する

とともに、当該計画の審査をするために必要な資料及び医療計画の達成の推進を図る観点か

らの意見の提出を求めるものとすること。 

また、当該計画に係る病院の開設等の承認の申請があったとき及びこれに承認を与えたと

きは、当職から関係都道府県知事に通知するものとすること。 

(8) ～ (9) (略)  

 

９ 公的性格を有する病院又は診療所の開設等の規制について 

(略) 

（別紙様式１、２） 
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改   正   後 現       行 
（別紙） 

医療計画作成指針 

 

目次 

はじめに 

第１ 医療計画作成の趣旨 

第２ 医療計画作成に当たっての一般的留意事項 

１ 医療計画作成等に係る法定手続 

２ 記載事項 

３ 他計画等との関係 

４ 医療計画の作成体制の整備 

５ 医療計画の名称等 

６ 医療計画の期間 

第３ 医療計画の内容 

１ 医療計画の基本的な考え方 

２ 地域の現状 

３ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制 

４ 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療 

５ 医療従事者の確保 

６ 医療の安全の確保 

７ 基準病床数 

８ 医療提供施設の整備の目標 

 ９ 地域医療構想の取組 

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項 

11 施策の評価及び見直し 

第４ 医療計画作成の手順等 

１ 医療計画作成手順の概要 

２ 医療圏の設定方法 

３ 基準病床数の算定方法 

 ４ 病床数の必要量の算定方法 

５ 介護保険事業（支援）計画との整合性の確保 

６ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順 

（別紙） 

医療計画作成指針 

 

目次 

はじめに 

第１ 医療計画作成の趣旨 

第２ 医療計画作成に当たっての一般的留意事項 

１ 医療計画作成等に係る法定手続 

２ 記載事項 

３ 他計画等との関係 

４ 医療計画の作成体制の整備 

５ 医療計画の名称等 

６ 医療計画の期間 

第３ 医療計画の内容 

１ 医療計画の基本的な考え方 

２ 地域の現状 

３ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制 

４ 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療 

５ 医療従事者の確保 

６ 医療の安全の確保 

７ 基準病床数 

８ 医療提供施設の整備の目標 

 ９ 地域医療構想の取組 

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項 

11 施策の評価及び見直し 

第４ 医療計画作成の手順等 

１ 医療計画作成手順の概要 

２ 医療圏の設定方法 

３ 基準病床数の算定方法 

 ４ 病床数の必要量の算定方法 

 

５ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順 
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第５ 医療計画の推進等 

１ 医療計画の推進体制 

２ 医療計画の推進状況の把握、評価及び再検討 

第６ 医療計画に係る報告等 

１ 医療計画の厚生労働大臣への報告 

２ 法第27条の２第１項、第30条の11、第30条の12第２項及び第30条の17の規定に基づ

く勧告等の実施状況の報告 

 

はじめに 

(略) 

 

第１ 医療計画作成の趣旨 

(略) 

第２ 医療計画作成に当たっての一般的留意事項 

(略) 

第３ 医療計画の内容 

(略) 

１ 医療計画の基本的な考え方 

(略) 

２ 地域の現状 

(略) 

３ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制 

  (略) 

４ 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療 

(略) 

５ 医療従事者の確保 

(略) 

【地域医療対策協議会の取組】 

① 地域医療対策協議会の議論の経過等 

② 地域医療対策協議会の定めた施策 

 (1) 医師の確保について  

地域医療対策協議会において決定した具体的な施策に沿って、地域における医師（臨床研

修医を含む。）の確保が図られるよう、医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療機関

第５ 医療計画の推進等 

１ 医療計画の推進体制 

２ 医療計画の推進状況の把握、評価及び再検討 

第６ 医療計画に係る報告等 

１ 医療計画の厚生労働大臣への報告 

２ 法第27条の２第１項、第30条の11、第30条の12第２項及び第30条の17の規定に基づ

く勧告等の実施状況の報告 

 

はじめに 

(略) 

 

第１ 医療計画作成の趣旨 

(略) 

第２ 医療計画作成に当たっての一般的留意事項 

   (略) 

第３ 医療計画の内容 

  (略) 

１ 医療計画の基本的な考え方 

(略) 

２ 地域の現状 

(略) 

３ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制 

(略) 

４ 疾病の発生状況等に照らして都道府県知事が特に必要と認める医療 

(略) 

５ 医療従事者の確保 

(略) 

【地域医療対策協議会の取組】 

① 地域医療対策協議会の議論の経過等 

② 地域医療対策協議会の定めた施策 

 

さらに、その施策に沿って、医師（臨床研修医を含む。）の地域への定着が図られるよう、

例えば以下のような、医師のキャリア形成支援と一体的に地域の医療機関の医師確保を支援
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の医師確保を支援する事業等（以下「地域医療支援センター事業等」という。）について記

載する。 

なお、地域医療対策協議会は、地域医療支援センター事業等による取組状況の報告等を効

果的に活用し、医療従事者の確保に関する施策の推進や見直しに努めること。 

【地域医療支援センター事業等の内容】 

① 各都道府県内の医療機関や地域の医師の充足状況等の調査・分析 

② 医師に対する専門医資格の取得支援や研修機会の提供等のキャリア形成支援 

③ 医療機関への就業を希望する医師等に関する情報の提供 

④ 医師を募集する医療機関に関する情報の提供 

⑤ 医師等に関する無料の職業紹介事業又は労働者派遣事業 

⑥ 医学生等を対象とした地域医療に係る理解を深めるための事業（地域医療体験セミナ

ー等）の実施 

⑦ 地域医療支援センター事業等と他の都道府県の同事業との連携  

⑧ 地域の医師確保で有効と考えられる施策についての国への情報提供 等 

地域医療支援センター事業等の記載に当たっては、医師の地域への定着を一層推進する

ため、以下の観点を踏まえて記載する。 

     （地域枠及びキャリア形成プログラムについて） 

ア 大学所在都道府県の出身者が、臨床研修修了後、その都道府県に定着する割合が高

いことを踏まえ、地域枠の入学生は、原則として、地元出身者に限定（注１）。特に、

修学資金貸与事業における就業義務年限については、対象者間のばらつきを全国で是

正するため、同様の枠組みである自治医科大学と同程度の就業義務年限（貸与期間の

1.5倍）とし、これを前提としてイに規定するキャリア形成プログラムを策定 

イ 地域枠医師の増加等に対応し、医師のキャリア形成が確保された医師確保が進めら

れるよう、以下の点に留意して、キャリア形成プログラムを必ず策定（注２） 

・ 医師のキャリア形成に関する知見を得ることや、重複派遣を防止するなど医師確

保の観点から大学（医学部・附属病院）による医師派遣と整合的な医師派遣を実施

することができるよう、キャリア形成プログラムを策定する際には、大学（医学部・

附属病院）と十分連携すること。 

・ 大学所在都道府県における臨床研修修了者は、臨床研修修了後、大学所在都道府

県に定着する割合が高いことから、原則として、大学所在都道府県において臨床研

修を受けることとするよう、キャリア形成プログラムに位置づけること。（注３） 

・ 医師が不足する地域や診療科における医師を確保するという医学部定員の暫定増

の本来の趣旨に鑑み、キャリア形成プログラムにおいて、勤務地や診療科を限定す

する事業等（以下「地域医療支援センター事業等」という。）について記載する。 

 

なお、地域医療対策協議会は、地域医療支援センター事業による取組状況の報告等を効果

的に活用し、医療従事者の確保に関する施策の推進や見直しに努めること。 

【地域医療支援センター事業等の内容】 

① 各都道府県内の医療機関や地域の医師の充足状況等の調査・分析 

② 医師に対する専門医資格の取得支援や研修機会の提供等のキャリア形成支援 

③ 医療機関への就業を希望する医師等に関する情報の提供 

④ 医師を募集する医療機関に関する情報の提供 

⑤ 医師等に関する無料の職業紹介事業又は労働者派遣事業 

⑥ 医学生等を対象とした地域医療に係る理解を深めるための事業（地域医療体験セミナ

ー等）の実施 

⑦ 地域医療支援センター事業等と他の都道府県の同事業との連携 等 

⑧ 地域の医師確保で有効と考えられる施策についての国への情報提供 
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ること。 

・ 特段の理由なく、特定の開設主体に派遣先が偏らないようなキャリア形成プログ

ラムとすること。 

・ 出産、育児、家族の介護の場合や、事前に想定できないやむを得ない特段の事情

が生じた場合には、キャリア形成プログラムの内容の変更等について、柔軟に対応

できるようにすること。 

   （医師の勤務負担軽減について） 

ウ 医師の勤務負担軽減に配慮した地域医療支援センターの派遣調整等 

・ グループ診療を可能にするよう、同一の医療機関に同時に複数の医師を派遣した

り、他の病院から代診医師を派遣するようあっせんしたりすること。 

・ へき地以外でも代診医師の派遣や遠隔での診療が進むよう支援すること。 

・ 地域医療支援センターが医師を派遣する医療機関における勤務環境改善を進める

ため、例えば次のような方法により、地域医療支援センターと医療勤務環境改善支

援センターが連携すること。 

派遣前：医療勤務環境改善支援センターが、派遣候補となっている医療機関の勤務

環境を確認し、勤務環境の改善につながるような助言等を行うこと。 

派遣後：地域医療支援センターが派遣医師から継続的に勤務環境等について聴取し、

課題等を把握した場合は、医療勤務環境改善支援センターが勤務環境を再

度確認し、その改善につながるような助言等を行うこと。 

   （へき地の医師確保について） 

エ 地域医療支援センターによるへき地医療支援機構の統合も視野に、へき地に所在す

る医療機関への派遣を含めたキャリア形成プログラムの策定など、へき地も含めた一

体的な医師確保を実施 

   （その他） 

オ 詳細な医師の配置状況が把握できる新たなデータベース（注４）の医師確保への活

用 

カ 地域医療支援センターの取組の認知度向上や医師確保対策の実効性向上のため、Ｓ

ＮＳ等の活用や、医師確保対策に若手医師の主体的な参画を促すなど、若手医師への

アプローチを強化 

（注１）地域医療介護総合確保基金を活用して、都道府県が学生に奨学金を貸与して

いる地域枠（他の都道府県に所在する大学医学部に設置された地域枠を含む。）

については、原則として、地域枠を設置している都道府県の地元出身者に限定す

ること。また、その他の地域枠に関しても、地域枠の趣旨に鑑み、他の地域枠医
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師の定着策を講じている場合を除いては、地域枠を設置している都道府県の地元

出身者に限定することが望ましいこと。 

（注２）キャリア形成プログラム：主に地域枠医師を対象に、地域医療に従事する医

師のキャリア形成上の不安解消、医師不足地域・診療科の解消を目的として、都

道府県（地域医療支援センター等）が主体となり策定された医師の就業プログラ

ム。 

地域医療介護総合確保基金を活用して、都道府県が学生に奨学金を貸与してい

る地域枠については、必ずキャリア形成プログラムを策定することとするが、そ

の他の地域枠や地域枠以外の医師についても、地域医療への興味・関心をより一

層高め、そのキャリアと地域医療に配慮された医師派遣が行われるよう、都道府

県が策定したキャリア形成プログラムの活用等がなされるよう検討すること。 

（注３）他の都道府県に所在する大学医学部に設置された地域枠については、出身

都道府県以外の大学に進学した場合であっても、臨床研修を出身都道府県で実施

した場合、臨床研修修了後、出身都道府県に定着する割合が高いことから、原則

として、出身都道府県において臨床研修を受けることとするよう、キャリア形成

プログラムに位置づけること。 

（注４）厚生労働省の平成29年度予算事業として作成予定。 

(2) 医師以外の医療従事者の確保について  

地域医療支援センター事業等が対象とする医療従事者以外の、例えば以下の職種について

も、必要に応じて、その資質向上に関する事項を含め、医療従事者の確保の現状及び目標に

ついて、可能な限り具体的に記載する。 

【医療従事者の現状及び目標】 

① 歯科医師 

② 薬剤師 

③ 看護職員（保健師・助産師・看護師（特定行為研修を修了した看護師を含む。）・准看

護師） 

④ その他の保健医療従事者 

診療放射線技師、臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作業療法士、視能訓練

士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、

管理栄養士等 

⑤ 介護サービス従事者 

特に、歯科医師、薬剤師及び看護職員に関する記載に当たっては、以下の観点を踏まえる

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、記載に当たっては、地域医療支援センター事業等が対象とする医療従事者以外の、

例えば以下の職種についても、必要に応じて、その資質向上に関する事項を含め、医療従事

者の確保の現状及び目標について、可能な限り具体的に記載する。 

【医療従事者の現状及び目標】 

① 歯科医師 

② 薬剤師 

③ 看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師） 

 

④ その他の保健医療従事者 

診療放射線技師、臨床検査技師・衛生検査技師、理学療法士・作業療法士、視能訓練

士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、

管理栄養士等 

⑤ 介護サービス従事者 
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ア 歯科医師については、口腔と全身の関係について広く指摘されている観点を踏まえ、

医科歯科連携を更に推進するために病院における歯科医師の役割をより明確にするこ

とが望ましい。なお、具体的には、病院における歯科医師の配置状況を把握した上で、

病院における歯科医療の向上に資する取組について記載すること等が考えられる。 

イ 薬剤師については、その資質向上のために、「患者のための薬局ビジョン」（平成27

年10月23日付け薬生総発1023第３号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知）を

踏まえ、最新の医療及び医薬品等に関する専門的情報の習得を基礎としつつ、患者・

住民とのコミュニケーション能力の向上に資する研修及び医療機関等との連携強化に

つながる多職種と共同で実施する研修等が行われるよう、研修実施状況を把握し、関

係者間の調整を行うこと。 

ウ 看護職員については、その確保に向けて、地域の実情を踏まえつつ、看護師等の離

職届出を活用した都道府県ナースセンターによる復職支援や、医療機関の勤務環境改

善による離職防止などの取組を推進していくこと。 

また、看護師については、在宅医療等を支える看護師を地域で計画的に養成してい

くため、地域の実情を踏まえ、看護師が特定行為研修（保健師助産師看護師法（昭和

23年法律第203号）第37条の２第２項第４号に規定する特定行為研修をいう。）を地

域で受講できるよう、指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保等の研修体制の整

備に向けた計画について、可能な限り具体的に記載すること。 

６ 医療の安全の確保 

(略) 

７ 基準病床数  

  (略)  

 ８ 医療提供施設の整備の目標 

  (略) 

９ 地域医療構想の取組 

  (略) 

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項 

  (略) 

11 施策の評価及び見直し 

   (略) 

第４ 医療計画作成の手順等 

都道府県が医療計画を作成する際、技術的見地からみて全国に共通すると考えられる手順等

を参考までに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 医療の安全の確保 

(略) 

７ 基準病床数  

   (略) 

 ８ 医療提供施設の整備の目標 

  (略) 

９ 地域医療構想の取組 

  (略) 

10 その他医療を提供する体制の確保に関し必要な事項 

(略) 

11 施策の評価及び見直し 

   (略) 

第４ 医療計画作成の手順等 

都道府県が医療計画を作成する際、技術的見地からみて全国に共通すると考えられる手順等

を参考までに示す。 

16



 

- 13 - 

１ 医療計画作成手順の概要 

(略) 

２ 医療圏の設定方法 

   (略) 

３ 基準病床数の算定方法 

(1) 基準病床数の算定方法 

基準病床数の算定は、規則第30条の30各号に定める標準に準拠し、次に掲げる方式に

よること。 

① 療養病床及び一般病床に係る基準病床数は、アの算定式により算出した数と、イの算

定式により算出した数に、ウにより算定した数を加減した数の合計数を標準とする。 

ア 療養病床 

｛(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(全国平均の性別及び年齢階級別療養病

床入院受療率)の総和－(介護施設、在宅医療等で対応可能な数)＋(０～当該区域への

他区域からの流入入院患者数の範囲内で知事が定める数)－(０～当該区域から他区

域への流出入院患者数の範囲内で知事が定める数)｝×(１／病床利用率) 

イ 一般病床 

｛(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(当該区域の性別及び年齢階級別一般病

床退院率)の総和×平均在院日数＋(０～当該区域への他区域からの流入入院患者数

の範囲内で知事が定める数)－(０～当該区域から他区域への流出入院患者数の範囲

内で知事が定める数)｝×(１／病床利用率) 

ウ 基準病床数の都道府県間調整について 

なお、当該都道府県において、都道府県外への流出入院患者数が都道府県内への流

入入院患者数よりも多い場合は、流出先都道府県との調整協議を行った上で、都道府

県間を超える患者の流出入について、合意を得た数を各二次医療圏の基準病床数に加

減することができる。 

ただし、アからウにより二次医療圏ごとに算定した病床数の都道府県における合計

数は、 

｛(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×（全国平均の性別及び年齢階級別療養病

床入院受療率）の総和－（介護施設、在宅医療等で対応可能な数)｝×（１／病床利

用率）＋（当該区域の性別及び年齢階級別人口)×（当該区域の性別及び年齢階級別

一般病床退院率）の総和×平均在院日数×（１／病床利用率）及びウにより二次医療

圏ごとに算定した病床数の都道府県における合計数を超えることはできない。 

（注１）(略) 

１ 医療計画作成手順の概要 

  (略) 

２ 医療圏の設定方法 

  (略) 

３ 基準病床数の算定方法 

(1) 基準病床数の算定方法 

基準病床数の算定は、規則第30条の30各号に定める標準に準拠し、次に掲げる方式に

よること。 

① 療養病床及び一般病床に係る基準病床数は、アの算定式により算出した数と、イの算

定式により算出した数に、ウにより算定した数を加減した数の合計数を標準とする。 

ア 療養病床 

｛(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(全国平均の性別及び年齢階級別療養病

床入院受療率)の総和－(在宅医療等で対応可能な数)＋(０～当該区域への他区域か

らの流入入院患者数の範囲内で知事が定める数)－(０～当該区域から他区域への流

出入院患者数の範囲内で知事が定める数)｝×(１／病床利用率) 

イ 一般病床 

｛(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×(当該区域の性別及び年齢階級別一般病

床退院率)の総和×平均在院日数＋(０～当該区域への他区域からの流入入院患者数

の範囲内で知事が定める数)－(０～当該区域から他区域への流出入院患者数の範囲

内で知事が定める数)｝×(１／病床利用率) 

ウ 基準病床数の都道府県間調整について 

なお、当該都道府県において、都道府県外への流出入院患者数が都道府県内への流

入入院患者数よりも多い場合は、流出先都道府県との調整協議を行った上で、都道府

県間を超える患者の流出入について、合意を得た数を各二次医療圏の基準病床数に加

減することができる。 

ただし、アからウにより二次医療圏ごとに算定した病床数の都道府県における合計

数は、 

｛(当該区域の性別及び年齢階級別人口)×（全国平均の性別及び年齢階級別療養病

床入院受療率）の総和－（在宅医療等で対応可能な数)｝×（１／病床利用率）＋（当

該区域の性別及び年齢階級別人口)×（当該区域の性別及び年齢階級別一般病床退院

率）の総和×平均在院日数×（１／病床利用率）及びウにより二次医療圏ごとに算定

した病床数の都道府県における合計数を超えることはできない。 

（注１）(略) 
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（注２）(略) 

（注３）(略) 

（注４）「介護施設、在宅医療等で対応可能な数」とは、地域医療構想に定める「構想区域

における将来の居宅等における医療の必要量」のうちの以下の数の合計数から、平成35

年度末時点における以下の数の合計数に相当する数を比例的に推計した上で、療養病床

から介護老人保健施設又は介護医療院へ転換することが見込まれる病床数を除いた数

とする。 

(ⅰ) 慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者であって、医療区分Ⅰで

ある患者の数の70％に相当する数。 

(ⅱ) 慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者であって、入院受療率の

地域差を解消していくことで在宅医療等の医療需要として推計する患者の数

((ⅰ)に掲げる数を除く。)。 

（注５）～（注９） (略)  

（備考） (略) 

② ～ ④ (略) 

(2) (略) 

４ 病床数の必要量の算定方法 

  (略) 

５ 介護保険事業（支援）計画との整合性の確保 

   介護保険事業（支援）計画との整合性の確保については、別添「介護施設、在宅医療等の

新たなサービス必要量の推計方法について」の考え方に沿って、今後、関係部局から発出さ

れる通知により、追って具体的な内容を示すこととする。 

６ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順 

   (略) 

第５ 医療計画の推進等 

   (略) 

第６ 医療計画に係る報告等 

(略) 

 

（注２） (略) 

（注３） (略) 

（注４）「在宅医療等で対応可能な数」については、追って具体的な内容を示すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注５）～（注９） (略) 

（備考） (略) 

② ～ ④ (略) 

 (2) (略)  

４ 病床数の必要量の算定方法 

(略) 

 

 

 

 

５ ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制構築の手順 

   (略) 

第５ 医療計画の推進等 

   (略) 

第６ 医療計画に係る報告等 

   (略) 
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医 政 地 発 0 7 3 1第 1号 

平 成 2 9 年 7 月 3 1 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課長 

（公 印 省 略）  

 

 

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」の一部改正について 

 

医療計画（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第１項に規定する医療計

画をいう。以下同じ。）の作成に当たって参考とすべき、５疾病（がん、脳卒中、心

筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患をいう。）・５事業（救急医療、災害時

における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療（小児救急医療を含む。）を

いう。）及び在宅医療（居宅等における医療をいう。）の体制構築に係る指針につい

ては、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（平成 29 年３月 31 日付

け医政地発 0331 第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知。以下「課長通知」

という。）により示しているところであるが、社会保障審議会医療部会等での議論を

踏まえ、課長通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、本日から適用することと

したため通知する。 

貴職におかれましては、これを御了知の上、医療計画作成のための参考にしていた

だきたい。 
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疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（平成29年3月31日付け医政地発0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 新旧対照表 

改   正   後 現       行 

（別紙） 

 

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針 

 

 

目次 

 

第１ 趣旨 

第２ 内容 

第３ 手順 

第４ 連携の推進等 

第５ 評価等 

 

がんの医療体制構築に係る指針（P10） 

第１ がんの現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

脳卒中の医療体制構築に係る指針(P18) 

第１ 脳卒中の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る指針(P28) 

第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

糖尿病の医療体制構築に係る指針(P40) 

第１ 糖尿病の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

精神疾患の医療体制構築に係る指針(P48) 

第１ 精神疾患の現状 

（別紙） 

 

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針 

 

 

目次 

 

第１ 趣旨 

第２ 内容 

第３ 手順 

第４ 連携の推進等 

第５ 評価等 

 

がんの医療体制構築に係る指針（P10） 

第１ がんの現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

脳卒中の医療体制構築に係る指針(P18) 

第１ 脳卒中の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る指針(P28) 

第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

糖尿病の医療体制構築に係る指針(P38) 

第１ 糖尿病の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

精神疾患の医療体制構築に係る指針(P46) 

第１ 精神疾患の現状 

（別紙） 
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第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

 

救急医療の体制構築に係る指針(P68) 

第１ 救急医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

災害時における医療体制の構築に係る指針(P82) 

第１ 災害医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

へき地の医療体制構築に係る指針(P93) 

第１ へき地の医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

周産期医療の体制構築に係る指針(P102) 

第１ 周産期医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

小児医療の体制構築に係る指針(P121) 

第１ 小児医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

在宅医療の体制構築に係る指針(P132) 

第１ 在宅医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

 

 

 

 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

 

救急医療の体制構築に係る指針(P64) 

第１ 救急医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

災害時における医療体制の構築に係る指針(P78) 

第１ 災害医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

へき地の医療体制構築に係る指針(P89) 

第１ へき地の医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

周産期医療の体制構築に係る指針(P98) 

第１ 周産期医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

小児医療の体制構築に係る指針(P116) 

第１ 小児医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 

在宅医療の体制構築に係る指針(P127) 

第１ 在宅医療の現状 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

第３ 構築の具体的な手順 
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改   正   後 現       行 

 

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針 

(略) 

 

疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針 

(略) 
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改   正   後 現       行 

 

がんの医療体制構築に係る指針 

(略) 

 

 

がんの医療体制構築に係る指針 

(略) 
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改   正   後 現       行 

 

脳卒中の医療体制構築に係る指針 

 

脳卒中を発症した場合、まず急性期医療において内科的・外科的治療が行われ、同時に機能

回復のためのリハビリテーションが開始される。リハビリテーションを行ってもなお障害が残

る場合、中長期の医療及び介護支援が必要となる。 

このように一人の脳卒中患者に必要とされる医療・介護はその病期・転帰によって異なる。

さらに、重篤な患者の一部には、急性期を乗り越えたものの、重度の後遺症等によって退院や

転院が困難となる状況のあることが指摘されており、それぞれの機関が相互に連携しながら、

継続してその時々に必要な医療・介護・福祉を提供することが必要である。 

本指針では、「第１ 脳卒中の現状」で脳卒中の発症・転帰がどのようなものであるのか、

どのような医療が行われているのかを概観し、次に「第２ 医療体制の構築に必要な事項」で

どのような医療体制を構築すべきかを示している。 

なお、平成28年６月に設置された｢脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の

在り方に関する検討会｣（厚生労働省健康局）では、急性期から慢性期を含めた、脳卒中及び

心血管疾患に係る診療提供体制の在り方についての議論が行われ、平成29年７月に｢脳卒中、

心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について｣がとりまとめられている。 

都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築の具体的な手順」に則して、地域の現状を

把握・分析し、また各病期に求められる医療機能を理解した上で、地域の実情に応じて圏域を

設定し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれら医療機関相互の連携の検討を行い、最終的に

は都道府県全体で評価まで行えるようにする。 

 

第１ 脳卒中の現状 

１ (略) 

 

２ 脳卒中の医療 

(1) ～  (5) (略) 

 (6) 急性期以後の医療・在宅療養 

急性期を脱した後は、再発予防のための治療、基礎疾患や危険因子（高血圧、糖尿病、

脂質異常症、不整脈（特に心房細動）、喫煙、過度の飲酒等）の継続的な管理、脳卒中に

合併する種々の症状や病態に対する加療が行われる。 

在宅療養では、上記治療に加えて、機能を維持するためのリハビリテーションを実施し、

 

脳卒中の医療体制構築に係る指針 

 

脳卒中を発症した場合、まず急性期医療において内科的・外科的治療が行われ、同時に機能

回復のためのリハビリテーションが開始される。リハビリテーションを行ってもなお障害が残

る場合、中長期の医療及び介護支援が必要となる。 

このように一人の脳卒中患者に必要とされる医療・介護はその病期・転帰によって異なる。

さらに、重篤な患者の一部には、急性期を乗り越えたものの、重度の後遺症等によって退院や

転院が困難となる状況のあることが指摘されており、それぞれの機関が相互に連携しながら、

継続してその時々に必要な医療・介護・福祉を提供することが必要である。 

本指針では、「第１ 脳卒中の現状」で脳卒中の発症・転帰がどのようなものであるのか、

どのような医療が行われているのかを概観し、次に「第２ 医療体制の構築に必要な事項」で

どのような医療体制を構築すべきかを示している。 

なお、平成28年６月に設置された｢脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の

在り方に関する検討会｣（厚生労働省健康局）では、急性期から慢性期を含めた、脳卒中及び

心血管疾患に係る診療提供体制の在り方についての議論が行われている。 

 

都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築の具体的な手順」に則して、地域の現状を

把握・分析し、また各病期に求められる医療機能を理解した上で、地域の実情に応じて圏域を

設定し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれら医療機関相互の連携の検討を行い、最終的に

は都道府県全体で評価まで行えるようにする。 

 

第１ 脳卒中の現状 

１ (略) 

 

２ 脳卒中の医療 

   (1) ～ (5)  (略) 

(6) 急性期以後の医療・在宅療養 

急性期を脱した後は、再発予防のための治療、基礎疾患や危険因子(高血圧、糖尿病、

脂質異常症、不整脈（特に心房細動）、喫煙、過度の飲酒等)の継続的な管理、脳卒中に合

併する種々の症状や病態に対する加療が行われる。 

在宅療養では、上記治療に加えて、機能を維持するためのリハビリテーションを実施し、
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在宅生活に必要な介護サービスを受ける。脳卒中は再発することも多く、患者や患者の周

囲にいる者に対し、適切な服薬や危険因子の管理の継続の必要性及び脳卒中の再発が疑わ

れる場合の適切な対応について教育する等、再発に備えることが重要である。 

なお、重篤な神経機能障害・精神機能障害等を生じた患者の一部では、急性期を脱して

も重度の後遺症等により退院や転院が困難となっている状況が見受けられる。これらの患

者は、急性期の医療機関において救命医療を受けたものの、重度の後遺症等のため、回復

期の医療機関等への転院や退院が行えず、当該医療機関にとどまっていることが指摘され

ている。 

この問題の改善には、在宅への復帰が容易でない患者を受け入れる医療機関、介護・福

祉施設等と、急性期の医療機関との連携強化など、総合的かつ切れ目のない対応が必要で

ある。 

 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ (略) 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、脳卒中の医療体制に求められる医療機能を下記(1)

から(6)に示す。 

都道府県は、各医療機能の内容(目標、医療機関等に求められる事項等)について、地域の

実情に応じて柔軟に設定する。 

(1) ～ (2) (略) 

(3) 救急医療の機能【急性期】 

① (略) 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。特に、急性期の診断及び治療については、24時間体

制での実施が求められるが、単一の医療機関で24時間体制を確保することが困難な場

合には、地域における複数の医療機関が連携して、24時間体制を確保する必要がある。 

・ 血液検査や画像検査（エックス線検査、CT、MRI、超音波検査）等の必要な検査が

実施可能であること 

・ 脳卒中が疑われる患者に対して、専門的診療が実施可能であること（画像伝送等の

遠隔診断に基づく治療を含む。） 

・ 脳卒中評価スケールなどを用いた客観的な神経学的評価が実施可能であること（遠

在宅生活に必要な介護サービスを受ける。脳卒中は再発することも多く、患者の周囲にい

る者に対する適切な対応の教育等といった再発に備えることが重要である。 

 

なお、重篤な神経機能障害・精神機能障害を生じた患者の一部では、急性期を脱しても

重度の後遺症等により退院や転院が困難となっている状況が見受けられる。これらの患者

は、急性期の医療機関において救命医療を受けたものの、重度の後遺症があるため、回復

期の医療機関等への転院や退院が行えず、当該医療機関にとどまっていることが指摘され

ている。 

この問題の改善には、在宅への復帰が容易でない患者を受け入れる医療機関、介護・福

祉施設等と、急性期の医療機関との連携強化など、総合的かつ切れ目のない対応が必要で

ある。 

 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ (略) 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、脳卒中の医療体制に求められる医療機能を下記(1)

から(6)に示す。 

都道府県は、各医療機能の内容(目標、医療機関等に求められる事項等)について、地域の

実情に応じて柔軟に設定する。 

(1) ～ (2) (略) 

(3) 救急医療の機能【急性期】 

① (略) 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

 

 

・ 血液検査や画像検査(エックス線検査、CT、MRI、超音波検査)等の必要な検査が24

時間実施可能であること 

・ 脳卒中が疑われる患者に対して、専門的診療が24時間実施可能であること(画像伝

送等の遠隔診断に基づく治療を含む。) 

・ 脳卒中評価スケールなどを用いた客観的な神経学的評価が24時間実施可能である
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隔診療を用いた補助を含む。） 

・ 適応のある脳梗塞症例に対し、来院後１時間以内（発症後4.5時間以内）に組織プ

ラスミノゲン・アクチベータ（t-PA）の静脈内投与による血栓溶解療法が実施可能で

あること（医療機関が単独でt-PA療法を実施できない場合には、遠隔画像診断等を

用いた診断の補助に基づく実施を含む。） 

・ 適応のある脳卒中症例に対し、外科手術や脳血管内手術が、来院後速やかに実施可

能又は実施可能な医療機関との連携体制がとれていること 

・ 呼吸、循環、栄養等の全身管理、及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対する

診療が可能であること 

・ 合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯

科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図ること 

・ リスク管理のもとに早期座位・立位、関節可動域訓練、摂食・嚥下訓練、装具を用

いた早期歩行訓練、セルフケア訓練等のリハビリテーションが実施可能であること 

・ 個々の患者の神経症状等の程度に基づき、回復期リハビリテーションの適応を検討

できること 

・ 回復期（あるいは維持期）の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治

療計画を共有するなどして連携していること 

・ 回復期（あるいは維持期）に、重度の後遺症等により自宅への退院が容易でない患

者を受け入れる医療施設や介護施設等と連携し、その調整を行うこと 

・ 脳卒中疑いで救急搬送された患者について、その最終判断を救急隊に情報提供する

ことが望ましい 

③ (略) 

(4) 身体機能を回復させるリハビリテーションを実施する機能【回復期】 

① (略) 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

・ 再発予防の治療（抗血小板療法、抗凝固療法等）、基礎疾患・危険因子の管理、及

び抑うつ状態や認知症などの脳卒中後の様々な合併症への対応が可能であること 

・ 失語、高次脳機能障害（記憶障害、注意障害等）、嚥下障害、歩行障害などの機能

障害の改善及びADLの向上を目的とした、理学療法、作業療法、言語聴覚療法等のリ

ハビリテーションが専門医療スタッフにより集中的に実施可能であること 

・ 合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯

こと 

・ 適応のある脳梗塞症例に対し、来院後１時間以内（発症後4.5時間以内）に組織プ

ラスミノゲン・アクチベータ(t-PA)の静脈内投与による血栓溶解療法が実施可能であ

ること 

 

・ 外科手術及び脳血管内手術が必要と判断した場合には来院後2時間以内の治療開始

が可能であること 

・ 呼吸、循環、栄養等の全身管理、及び感染症や深部静脈血栓症等の合併症に対する

診療が可能であること 

・ 合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯

科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図ること 

・ リスク管理のもとに早期座位・立位、関節可動域訓練、摂食・嚥下訓練、装具を用

いた早期歩行訓練、セルフケア訓練等のリハビリテーションが実施可能であること 

 

 

・ 回復期（あるいは維持期）の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治

療計画を共有するなどして連携していること 

・ 回復期（あるいは維持期）に、重度の後遺症等により自宅への退院が容易でない患

者を受け入れる医療施設や介護施設等と連携し、その調整を行うこと 

・ 脳卒中疑いで救急搬送された患者について、その最終判断を救急隊に情報提供する

ことが望ましい 

③ (略) 

(4) 身体機能を回復させるリハビリテーションを実施する機能【回復期】 

① (略) 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

・ 再発予防の治療（抗血小板療法、抗凝固療法等）、基礎疾患・危険因子の管理、及

び抑うつ状態や認知症などの脳卒中後の様々な合併症への対応が可能であること 

・ 失語、高次脳機能障害（記憶障害、注意障害等)、嚥下障害、歩行障害などの機能

障害の改善及びADLの向上を目的とした、理学療法、作業療法、言語聴覚療法等のリ

ハビリテーションが専門医療スタッフにより集中的に実施可能であること 

・ 合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯
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科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図ること 

・ 急性期の医療機関及び維持期の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む

治療計画を共有するなどして連携していること 

・ 再発が疑われる場合には、急性期の医療機関と連携すること等により、患者の病態

を適切に評価すること 

③ (略) 

 (5) 日常生活への復帰及び日常生活維持のためのリハビリテーションを実施する機能【維

持期】 

① （略） 

② 医療機関等に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

・ 再発予防の治療、基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態への対応等が可能である

こと 

・ 生活機能の維持及び向上のためのリハビリテーション（訪問及び通所リハビリテー

ションを含む。）が実施可能であること 

・ 合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯

科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図ること 

・ 介護支援専門員が、自立生活又は在宅療養を支援するための居宅介護サービスを調

整すること 

・ 回復期あるいは急性期の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治療計

画を共有するなどして連携していること 

・ 合併症発症時や脳卒中の再発時に、患者の状態に応じた適切な医療を提供できる医

療機関と連携していること 

③ (略) 

 

第３ (略) 

 

科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図ること 

・ 急性期の医療機関及び維持期の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む

治療計画を共有するなどして連携していること 

 

 

③ (略) 

(5) 日常生活への復帰及び日常生活維持のためのリハビリテーションを実施する機能【維持

期】 

① （略） 

② 医療機関等に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

・ 再発予防の治療、基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態への対応等が可能である

こと 

・ 生活機能の維持及び向上のためのリハビリテーション（訪問及び通所リハビリテー

ションを含む。）が実施可能であること 

・ 合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯

科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図ること 

・ 介護支援専門員が、自立生活又は在宅療養を支援するための居宅介護サービスを調

整すること 

・ 回復期あるいは急性期の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治療計

画を共有するなどして連携していること 

 

 

③ (略) 

 

第３ (略) 
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改   正   後 現       行 

 

心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る指針 

 

心筋梗塞等の心血管疾患を発症した場合、まず急性期には内科的・外科的治療が行われ、同時

に再発予防や在宅復帰を目指して、患者教育、運動療法、心血管疾患の危険因子の管理等を含む、

疾病管理プログラム※としての心血管疾患リハビリテーションが開始される。その際、自覚症状

が出現してから治療が開始されるまでの時間や、疾患によって治療法や予後が大きく変わる。 

また、在宅復帰後は、基礎疾患や危険因子の管理に加えて、心血管疾患患者の急性期の生命予

後改善等に伴い、増加している慢性心不全の管理など、継続した治療や長期の医療が必要となる。 

心筋梗塞等の心血管疾患の医療提供体制を構築するに当たっては、それぞれの医療機関が相互

に連携しながら、多方面から継続して、疾患に応じた医療を提供することが必要である。 

本指針では、「第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状」で、心血管疾患の代表的な疾患である

急性心筋梗塞、大動脈解離、慢性心不全の発症・転帰がどのようなものであるのか、どのような

医療が行われているのかを概観し、次に「第２ 医療体制の構築に必要な事項」でどのような医

療体制を構築すべきかを示している。 

なお、平成28年６月に設置された「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の

在り方に関する検討会」（厚生労働省健康局）では、急性期から慢性期を含めた、脳卒中及び心

血管疾患に係る診療提供体制の在り方についての議論が行われ、平成29年７月に「脳卒中、心

臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の在り方について」がとりまとめられている。 

都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築の具体的な手順」に則して、地域の現状を把

握・分析し、また各疾患や各病期に求められる医療機能を理解した上で、地域の実情に応じて圏

域を設定し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれらの医療機関相互の連携の検討を行い、最終

的には都道府県全体で評価まで行えるようにする。 

※ 疾患管理プログラムとは、多職種チームが退院前から退院後にわたり医学的評価・患者教

育・生活指導を包括的かつ計画的に実施して再入院抑制を含む予後改善を目指す中～長期プ

ログラムをいう1。 

 

第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状 

１ 急性心筋梗塞の現状 

(1) (略) 

 

心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制構築に係る指針 

 

心筋梗塞等の心血管疾患を発症した場合、まず急性期には内科的・外科的治療が行われ、同時

に再発予防や在宅復帰を目指して心血管疾患リハビリテーションが開始される。その際、自覚症

状が出現してから治療が開始されるまでの時間によって治療法や予後が大きく変わる。 

 

また、在宅復帰後は、基礎疾患や危険因子の管理に加えて、心血管疾患患者の急性期の生命予

後改善等に伴い、増加している慢性心不全の管理など、継続した治療や長期の医療が必要となる。 

心筋梗塞等の心血管疾患の医療提供体制を構築するに当たっては、それぞれの医療機関が相互

に連携しながら、多方面から継続して医療を提供することが必要である。 

本指針では、「第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状」で、心血管疾患の代表的な疾患である

急性心筋梗塞や慢性心不全の発症・転帰がどのようなものであるのか、どのような医療が行われ

ているのかを概観し、次に「第２ 医療体制の構築に必要な事項」でどのような医療体制を構築

すべきかを示している。 

なお、平成28年６月に設置された「脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る診療提供体制の

在り方に関する検討会」（厚生労働省健康局）では、急性期から慢性期を含めた、脳卒中及び心

血管疾患に係る診療提供体制の在り方についての議論が行われている。 

 

都道府県は、これらを踏まえつつ、「第３ 構築の具体的な手順」に則して、地域の現状を把

握・分析し、また各病期に求められる医療機能を理解した上で、地域の実情に応じて圏域を設定

し、その圏域ごとの医療機関とさらにそれらの医療機関相互の連携の検討を行い、最終的には都

道府県全体で評価まで行えるようにする。 

 

 

 

 

第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状 

１ 急性心筋梗塞の現状 

(1) (略) 

                                                           
1 日本循環器学会｢心血管疾患 
におけるリハビリテーションに関するガイドライン（2012年改訂版）｣（平成27年１月14日更新版） 
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(2) 急性心筋梗塞の医療 

① ～ ④ (略) 

⑤ 疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビリテーション 

心筋梗塞患者に対する心血管疾患リハビリテーションは、合併症や再発の予防、早期

の在宅復帰及び社会復帰を目的に、発症した日から患者の状態に応じ、運動療法、食事

療法、患者教育等を実施する。 

また、トレッドミルや自転車エルゴメーターを用いて運動耐容能を評価した上で、運

動処方を作成し、徐々に負荷を掛けることで不整脈やポンプ失調等の合併症を防ぎつ

つ、身体的、精神・心理的、社会的に最も適切な状態に改善することを目的とする多面

的・包括的なリハビリテーションを多職種（医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法

士等）のチームにより実施する。 

喪失機能（心機能）の回復だけではなく再発予防、リスク管理などの多要素の改善に

焦点があてられ、患者教育、運動療法、危険因子の管理等を含む、疾病管理プログラム

として実施されている点が、脳卒中等のリハビリテーションとは異なる。 

⑥ 急性期以後の医療 

急性期を脱した後は、不整脈、ポンプ失調等の治療やそれらの合併症予防及び再発予

防のための、基礎疾患や危険因子（高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病等）の管理、患

者教育、運動療法等の疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビリテーションが、

退院後も含めて継続的に行われる。 

また、患者の周囲にいる者に対する再発時における適切な対応についての教育等も重

要である。 

 

２ 大動脈解離の現状  

大動脈解離は、大動脈壁が二層に剥離し、二腔（真腔・偽腔）になった状態であり、突然

の急激な胸背部痛、解離に引き続く動脈の破裂による出血症状、解離による分枝動脈の狭

窄・閉塞による臓器虚血症状等、様々な症状をきたす。また、解離部位の大動脈径が拡大し、

瘤形成を認めた場合には、解離性大動脈瘤と呼ばれる。 

病期としては、発症２週間以内が急性期、２週間以降が慢性期とされている。慢性大動脈

解離は、多くの場合、症状を有する急性大動脈解離を経ているため、あらかじめ診断がつい

ていることがほとんどである。そのため、本指針においては主に急性大動脈解離について記

載することとする。 

 

(1) 大動脈解離の疫学 

(2) 急性心筋梗塞の医療 

① ～ ④ (略) 

⑤ 心血管疾患リハビリテーション 

心筋梗塞患者に対する心血管疾患リハビリテーションは、合併症や再発の予防、早期

の在宅復帰及び社会復帰を目的に、発症した日から患者の状態に応じ、運動療法、食事

療法、患者教育等を実施する。 

また、トレッドミルや自転車エルゴメーターを用いて運動耐容能を評価した上で、運

動処方を作成し、徐々に負荷を掛けることで不整脈やポンプ失調等の合併症を防ぎつ

つ、身体的、精神・心理的、社会的に最も適切な状態に改善することを目的とする多面

的・包括的なリハビリテーションを多職種（医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法

士等）のチームにより実施する。 

喪失機能(心機能)の回復だけではなく再発予防、リスク管理などの多要素の改善に焦

点があてられている点が、脳卒中等のリハビリテーションとは異なる。 

 

⑥ 急性期以後の医療 

急性期を脱した後は、不整脈、ポンプ失調等の治療やそれらの合併症予防、再発予防、

心血管疾患リハビリテーション、基礎疾患や危険因子(高血圧、脂質異常症、喫煙、糖

尿病等)の管理が、退院後も含めて継続的に行われる。 

 

また、患者の周囲にいる者に対する再発時における適切な対応についての教育等も重

要である。 
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大動脈瘤及び大動脈解離の継続的な医療を受けている患者数は約4.2万人と推計される

6。また、年間約1.7万人が大動脈瘤および大動脈解離を原因として死亡し、死亡数全体の

1.3％を占め、死亡順位の第９位である 7。 

急性大動脈解離は、死亡率が高く予後不良な疾患であり、発症後の死亡率は１時間毎に

１～２％ずつ上昇するといわれている。そのため、急性大動脈解離の予後改善のためには、

迅速な診断と治療が重要である。 

 

(2) 大動脈解離の医療 

① 急性大動脈解離の診断 

問診や身体所見の診察に加えて、心電図検査、血液生化学検査、画像検査（エックス

線検査、超音波検査、CT等）等を行うことで、大動脈解離の範囲を含めた、正確な診断

が可能になる。 

大動脈解離は、解離の範囲により、上行大動脈に解離が及んでいるStanford A型と

上行大動脈に解離が及んでいないStanford B型に分類される。A型とB型では、基本的

な治療方針が異なるため、解離の範囲の評価は、適切な治療方針を決定する上で重要で

ある。 

② 急性大動脈解離の治療 

厳格な降圧を中心とした内科的治療と、大動脈人工血管置換術等の外科的治療のどち

らを選択するかは、予後を左右する最も重要な判断となる。解離の部位、合併症の有無

等に基づき、治療法が選択される。 

ア Stanford A型急性大動脈解離は、内科的治療の予後が極めて不良であるため、緊急

の外科的治療の適応となる事が多い。しかしながら、全身状態等によっては外科的治

療非適応となることもある。 

イ Stanford B型急性大動脈解離は、A型急性大動脈解離よりも自然予後が良いため、

内科的治療が選択されることが多い。しかしながら、合併症を有する場合等には、外

科的治療が必要となる。また近年、合併症を有するB型急性大動脈解離に対する、ス

テントグラフトを用いた血管内治療の有効性が報告されており、外科的治療に代わっ

て血管内治療が選択されることもある。 

③ 疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビリテーション 

大動脈解離患者に対する心血管疾患リハビリテーションでは、術後の廃用性症候群の

予防や、早期の退院と社会復帰を目指すことを目的に、運動療法、食事療法、患者教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 厚生労働省「患者調査」(平成26年) 
7 厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(平成27年) 
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等を含む、多職種による多面的・包括的なリハビリテーションを実施する。外科的治療

の有無、解離の部位、合併症の状態等の患者の状態に応じた、適切な心血管疾患リハビ

リテーションを実施することが重要である。 

④ 急性期以後の医療 

発症から２週間以上経過した、慢性期の大動脈解離の予後は良好であり、Stanford A

型、B型共に、再解離の予防を目標とした、降圧療法を中心とした内科的治療が行われ

る。しかしながら、大動脈径の拡大等を認める場合には、外科的治療が必要となること

もある。 

 

３ 慢性心不全の現状 

慢性心不全は、慢性の心筋障害により心臓のポンプ機能が低下し、肺、体静脈系または両

系のうっ血や、組織の低灌流を来たし日常生活に障害を生じた状態であり、労作時呼吸困難、

息切れ、四肢浮腫、全身倦怠感、尿量低下等、様々な症状をきたす。 

慢性心不全における心筋障害の原因疾患としては、高血圧、虚血性心疾患、心臓弁膜症、

心筋症等がある。 

 

(1) 慢性心不全の疫学 

心不全の継続的な医療を受けている患者数は約30万人と推計され、そのうち約70％が

75歳以上の高齢者である 8。また、心不全による死亡数は心疾患死亡数全体の約36.6％、

約7.2万人である 9。 

慢性心不全患者は、心不全増悪による再入院を繰り返しながら、身体機能が悪化するこ

とが特徴であり、今後の患者数増加が予想されている。慢性心不全患者の再入院率改善の

ためには、薬物療法、運動療法、患者教育等を含む患者に応じた多面的な介入を、地域に

おける幅広い医療機関及び関係機関が連携しながら、入院中から退院後まで継続して行う

ことが重要である。 

 

(2) 慢性心不全の医療 

① (略) 

② 慢性心不全の治療 

慢性心不全患者の症状および重症度に応じた薬物療法や運動療法が行われる。また、

重症度や合併症等によっては、両室ペーシングによる心臓再同期療法（CRT）や植込み
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慢性心不全は、慢性の心筋障害により心臓のポンプ機能が低下し、肺、体静脈系または両

系のうっ血や、組織の低灌流を来たし日常生活に障害を生じた状態であり、労作時呼吸困難、

息切れ、四肢浮腫、全身倦怠感、尿量低下等、様々な症状をきたす。 

慢性心不全における心筋障害の原因疾患としては、高血圧、虚血性心疾患、心臓弁膜症、

心筋症等がある。 

 

(1) 慢性心不全の疫学 

心不全の継続的な医療を受けている患者数は約30万人と推計される 5。また、心不全に

よる死亡数は心疾患死亡数全体の約36.6％、約7.2万人である 6。 

 

慢性心不全患者は、心不全増悪による再入院を繰り返しながら、身体機能が悪化するこ

とが特徴であり、慢性心不全患者の再入院率改善のためには、薬物療法、運動療法、患者

教育等を含む多面的な介入を、入院中から退院後まで継続して行うことが重要である。 

 

 

 

(2) 慢性心不全の医療 

① (略) 

② 慢性心不全の治療 

慢性心不全患者の症状および重症度に応じた薬物療法や運動療法が行われる。また、

重症度や合併症等によっては、両室ペーシングによる心臓再同期療法（CRT）や植込み

                                                           
8 厚生労働省「患者調査」(平成26年) 
9 厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(平成27年) 
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型除細動器（ICD）による治療が行われることもある。 

心不全増悪時には、症状に対する治療に加えて、心不全の増悪要因に対する介入も重

要である。心不全による症状が、急性に出現･悪化する急性増悪の状態では、内科的治

療を中心とした、循環管理、呼吸管理等の全身管理が必要となる。また、心不全の増悪

要因によっては、PCIや外科的治療が必要となることもある。 

③ (略) 

④ 疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビリテーション 

慢性心不全患者に対する心血管疾患リハビリテーションでは、自覚症状や運動耐容能

の改善及び心不全増悪や再入院の防止を目的に、運動療法、患者教育、カウンセリング

等を含む、多職種による多面的・包括的なリハビリテーションを、患者の状態に応じて

実施する。 

また、心不全増悪や再入院の防止には、心不全増悪による入院中より心血管疾患リハ

ビリテーションを開始し、退院後も継続することが重要である。 

 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ 目指すべき方向 

前記「第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状」を踏まえ、個々の医療機能、それを満たす

医療機関さらにそれら医療機関相互の連携により、医療が継続して実施される体制を構築す

る。 

(1) (略)  

(2) 発症後、速やかに疾患に応じた専門的診療が可能な体制 

① 医療機関到着後30分以内の専門的な治療の開始 

② 専門的な診療が可能な医療機関間の円滑な連携 

(3)  ～ (4) (略)  

 

２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制に求められる

医療機能を下記(1)から(5)に示す。 

都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療機関等に求められる事項等）について、地域

の実情に応じて柔軟に設定する。 

(1) (略) 

(2) 応急手当・病院前救護の機能【救護】 

① 目標 

型除細動器（ICD）による治療が行われることもある。 

心不全増悪時には、症状に対する治療に加えて、心不全の増悪要因に対する介入も重

要である。心不全による症状が、急性に出現･悪化する急性増悪の状態では、循環管理、

呼吸管理等の全身管理も必要となる。 

 

③ (略) 

④ 心血管疾患リハビリテーション 

慢性心不全患者に対する心血管疾患リハビリテーションでは、自覚症状や運動耐容能

の改善及び心不全増悪や再入院の防止を目的に、運動療法、患者教育、カウンセリング

等を含む、多職種による多面的・包括的なリハビリテーションを、患者の状態に応じて

実施する。 

また、心不全増悪や再入院の防止には、心不全増悪による入院中より心血管疾患リハ

ビリテーションを開始し、退院後も継続することが重要である。 

 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ 目指すべき方向 

前記「第１ 心筋梗塞等の心血管疾患の現状」を踏まえ、個々の医療機能、それを満たす

医療機関さらにそれら医療機関相互の連携により、医療が継続して実施される体制を構築す

る。 

(1) (略)  

(2) 発症後、速やかな専門的診療が可能な体制 

① 医療機関到着後30分以内の専門的な治療の開始 

 

(3) ～ (4) (略) 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制に求められる

医療機能を下記(1)から(5)に示す。 

都道府県は、各医療機能の内容（目標、医療機関等に求められる事項等）について、地域

の実情に応じて柔軟に設定する。 

(1) (略) 

(2) 応急手当・病院前救護の機能【救護】 

① 目標 
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・ 心筋梗塞等の心血管疾患の疑われる患者が、できるだけ早期に疾患に応じた専門的

な診療が可能な医療機関に到着できること 

② (略) 

(3) 救急医療の機能【急性期】 

① (略) 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

・ 心電図検査、血液生化学検査、心臓超音波検査、エックス線検査、CT検査、心臓カ

テーテル検査、機械的補助循環装置等必要な検査及び処置が24時間対応可能である

こと 

・ 心筋梗塞等の心血管疾患が疑われる患者について、専門的な診療を行う医師等が24

時間対応可能であること 

・ ST上昇型心筋梗塞の場合、冠動脈造影検査および適応があればPCIを行い、来院後

90分以内の冠動脈再疎通が可能であること 

・ 慢性心不全の急性増悪の場合、状態の安定化に必要な内科的治療が可能であること 

・ 呼吸管理、疼痛管理等の全身管理や、ポンプ失調、心破裂等の合併症治療が可能で

あること 

・ 虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術や大動脈解離に対する大動脈人工血管置換

術等の外科的治療が可能又は外科的治療が可能な施設との連携体制がとれているこ

と 

・ 電気的除細動、機械的補助循環装置、緊急ペーシングへの対応が可能であること 

・ 運動耐容能などに基づいた運動処方により合併症を防ぎつつ、運動療法のみならず

多面的・包括的なリハビリテーションを実施可能であること 

・ 抑うつ状態等の対応が可能であること 

・ 回復期（あるいは在宅医療）の医療機関と診療情報や治療計画を共有する等して連

携していること、またその一環として再発予防の定期的専門的検査を実施すること 

③ (略) 

(4)  疾病管理プログラムとしての心血管疾患リハビリテーションを実施する機能【回復期】 

① ～ ② (略) 

③ 医療機関の例 

・ 内科、循環器科又は心臓血管外科を有する病院又は診療所 

(5) 再発予防の機能【再発予防】 

・ 心筋梗塞等の心血管疾患の疑われる患者が、できるだけ早期に専門的な診療が可能

な医療機関に到着できること 

② (略) 

(3) 救急医療の機能【急性期】 

① (略) 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

・ 心電図検査、血液生化学検査、心臓超音波検査、エックス線検査、CT検査、心臓カ

テーテル検査、機械的補助循環装置等必要な検査及び処置が24時間対応可能である

こと 

・ 心筋梗塞等の心血管疾患が疑われる患者について、専門的な診療を行う医師等が24

時間対応可能であること 

・ ST上昇型心筋梗塞の場合、冠動脈造影検査および適応があればPCIを行い、来院後

90分以内の冠動脈再疎通が可能であること 

 

・ 呼吸管理、疼痛管理等の全身管理や、ポンプ失調、心破裂等の合併症治療が可能で

あること 

・ 冠動脈バイパス術等の外科的治療が可能又は外科的治療が可能な施設との連携体制

がとれていること 

 

・ 電気的除細動、機械的補助循環装置、緊急ペーシングへの対応が可能であること 

・ 運動耐容能などに基づいた運動処方により合併症を防ぎつつ、運動療法のみならず

多面的・包括的なリハビリテーションを実施可能であること 

・ 抑うつ状態等の対応が可能であること 

・ 回復期(あるいは在宅医療)の医療機関と診療情報や治療計画を共有する等して連携

していること、またその一環として再発予防の定期的専門的検査を実施すること 

③ (略) 

(4) 心血管疾患リハビリテーションを実施する機能【回復期】 

① ～ ② (略) 

③ 医療機関の例 

・ 内科及びリハビリテーション科を有する病院又は診療所 

(5) 再発予防の機能【再発予防】 
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① (略) 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

・ 再発予防のための治療や基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態への対応が可能で

あること 

・ 緊急時の除細動等急性増悪時への対応が可能であること 

・ 合併症併発時や再発時に緊急の内科的・外科的治療が可能な医療機関と連携してい

ること 

・ 急性期の医療機関や介護保険サービス事業所等と再発予防の定期的専門的検査、合

併症併発時や再発時の対応を含めた診療情報や治療計画を共有する等して連携して

いること 

・ 在宅での運動療法、再発予防のための管理を医療機関と訪問看護ステーション・か

かりつけ薬剤師・薬局が連携し実施出来ること 

③ (略) 

 

第３ 構築の具体的な手順 

１ (略) 

２ 圏域の設定 

(1) 都道府県は、心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制を構築するに当たって、「第２ 医療

体制の構築に必要な事項」を基に、前記「１ 現状の把握」で収集した情報を分析し、各

疾患及び各病期に求められる医療機能を明確にして、圏域を設定する。 

(2) (略) 

(3) 圏域を設定するに当たって、心筋梗塞等の心血管疾患は、自覚症状が出現してから治療

が開始されるまでの時間によって予後が大きく変わることを勘案し、住民ができる限り公

平に医療を享受できるよう、従来の二次医療圏にこだわらず、メディカルコントロール体

制のもと実施されている搬送体制の状況等、地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設

定する。また、疾患により主に必要とされる急性期の治療が異なることを勘案する必要も

ある。例えば、大動脈解離のような緊急の外科的治療が必要な疾患については、緊急の外

科的治療に常時対応できる医療機関が限られているため、患者が適切な医療機関で受療可

能な体制を構築する観点から、他の心血管疾患とは異なる、より広域の圏域の設定につい

て検討する必要がある。 

(4) (略) 

① (略) 

② 医療機関に求められる事項 

次に掲げる事項を含め、該当する医療機関は関係する診療ガイドラインに則した診療

を実施していることが求められる。 

・ 再発予防のための治療や基礎疾患・危険因子の管理、抑うつ状態への対応が可能で

あること 

・ 緊急時の除細動等急性増悪時への対応が可能であること 

・ 合併症併発時や再発時に緊急の内科的・外科的治療が可能な医療機関と連携してい

ること 

・ 急性期の医療機関や介護保険サービス事業所等と再発予防の定期的専門的検査、合

併症併発時や再発時の対応を含めた診療情報や治療計画を共有する等して連携して

いること 

・ 在宅でのリハビリ、再発予防のための管理を医療機関と訪問看護ステーション・か

かりつけ薬剤師・薬局が連携し実施出来ること 

③ (略) 

 

第３ 構築の具体的な手順 

１ (略) 

２ 圏域の設定 

(1) 都道府県は、心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制を構築するに当たって、「第２ 医療

体制の構築に必要な事項」を基に、前記「１ 現状の把握」で収集した情報を分析し、各

病期に求められる医療機能を明確にして、圏域を設定する。 

(2) (略)  

(3) 圏域を設定するに当たって、心筋梗塞等の心血管疾患は、自覚症状が出現してから治療

が開始されるまでの時間によって予後が大きく変わることを勘案し、住民ができる限り公

平に医療を享受できるよう、従来の二次医療圏にこだわらず、メディカルコントロール体

制のもと実施されている搬送体制の状況等、地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設

定する。 

 

 

 

 

(4) (略) 
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３ 連携の検討 

(1) 都道府県は、心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制を構築するに当たって、予防から救護、

急性期、回復期、再発予防まで継続して、疾患に応じた医療が行われるよう、また、関係

機関の信頼関係が醸成されるよう配慮する。 

また、医療機関、消防機関、地域医師会等の関係者は、診療技術や知識の共有、診療情

報の共有、連携する医療機関・医師等専門職種の情報の共有に努める。 

(2) ～ (3) (略) 

 

４ ～ ８ (略) 

 

３ 連携の検討 

(1) 都道府県は、心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制を構築するに当たって、予防から救護、

急性期、回復期、再発予防まで継続して医療が行われるよう、また、関係機関の信頼関係

が醸成されるよう配慮する。 

また、医療機関、消防機関、地域医師会等の関係者は、診療技術や知識の共有、診療情

報の共有、連携する医療機関・医師等専門職種の情報の共有に努める。 

(2) ～ (3) (略) 

 

４ ～ ８ (略) 

  

35



 

- 17 - 

改   正   後 現       行 

 

糖尿病の医療体制構築に係る指針 

(略) 

 

 

糖尿病の医療体制構築に係る指針 

(略) 
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改   正   後 現       行 

 

精神疾患の医療体制の構築に係る指針 

(略) 

第１ 精神疾患の現状 

１ (略) 

(1) ～ (2) (略) 

(3) 認知症 

（患者動態） 

我が国における認知症高齢者の数は、現在利用可能なデータに基づき推計を行ったと

ころ、平成24（2012）年で462万人と65歳以上高齢者の約７人に１人と推計されてい

る。正常と認知症との中間の状態の軽度認知障害と推計される約400万人と合わせると、

65歳以上高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備軍とも言われている。また、

高齢化の進展に伴い平成37（2025）年には、約700万人と約５人に１人に上昇すると見

込まれている６。なお、平成26年に医療機関を継続的に受療している認知症の総患者数

は67.8万人であり、うち入院患者数は7.7万人である 1。このうち、精神病床における

１年以上の長期入院患者数は3.0万人である 1。 

（政策動向） 

厚生労働省は、平成37（2025）年を見据え、認知症の人の意思が尊重され、できる限

り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目

指し、平成27年１月27日に認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン、以下「総合

戦略」という。）を関係省庁と共同で策定した。 

総合戦略は７つの柱に沿って施策を推進しており、その柱の一つとして、早期診断・

早期対応を軸に、医療・介護等の有機的連携により、認知症の容態に応じて最もふさわ

しい場所で医療・介護等が提供される循環型の仕組みの実現を位置付けている。 

循環型の仕組みの実現のため、例えば、各地域において、認知症の発症初期から、状

況に応じて医療と介護が一体となった認知症の人への支援体制の構築を図ることを目

的に、平成17年度より、認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の

支援を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医師とし

て、認知症サポート医を養成している。平成28年度末時点で認知症サポート医養成研

修の受講者数は6.6千人となっている。 

また、平成20年より、認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、認知症疾患

医療センター運営事業を開始し、平成28年度末時点において全国で375カ所の認知症

 

精神疾患の医療体制の構築に係る指針 

(略) 

第１ 精神疾患の現状 

１ (略) 

(1) ～(2) (略) 

(3) 認知症 

（患者動態） 

我が国における認知症高齢者の数は、現在利用可能なデータに基づき推計を行ったと

ころ、平成24（2012）年で462万人と65歳以上高齢者の約７人に１人と推計されてい

る。正常と認知症との中間の状態の軽度認知障害と推計される約400万人と合わせると、

65歳以上高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備軍とも言われている。また、

高齢化の進展に伴い平成37（2025）年には、約700万人と約５人に１人に上昇すると見

込まれている 6。なお、平成26年に医療機関を継続的に受療している認知症の総患者数

は67.8万人であり、うち入院患者数は7.7万人である 1。このうち、精神病床における

１年以上の長期入院患者数は3.0万人である 1。 

（政策動向） 

厚生労働省は、平成37（2025）年を見据え、認知症の人の意思が尊重され、できる限

り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目

指し、平成27年１月27日に認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン、以下「総合

戦略」という。）を関係省庁と共同で策定した。 

総合戦略は７つの柱に沿って施策を推進しており、その柱の一つとして、早期診断・

早期対応を軸に、医療・介護等の有機的連携により、認知症の容態に応じて最もふさわ

しい場所で医療・介護等が提供される循環型の仕組みの実現を位置付けている。 

循環型の仕組みの実現のため、例えば、各地域において、認知症の発症初期から、状

況に応じて医療と介護が一体となった認知症の方への支援体制の構築を図ることを目

的に、平成17年度より、認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の

支援を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医師とし

て、認知症サポート医を養成している。平成27年度末時点で認知症サポート医養成研

修の受講者数は5,068人となっている。 

また、平成20年より、認知症の専門的医療の提供体制を強化するため、認知症疾患

医療センター運営事業を開始し、平成29年３月時点において全国で375カ所の認知症
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疾患医療センター（基幹型15、地域型335、連携型25）が設置されている。 

そのほか、平成27年度より、速やかに適切な医療・介護等が受けられる初期の対応

体制が構築されるよう、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を、複数の専門

職が訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い、自立

支援のサポートを行う認知症初期集中支援チームを市町村に設置しており、平成28年

度末時点で703市町村に設置されている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 

第７次医療計画においては、認知症に対応できる医療機関を明確にする必要がある。

また、認知症に対応できる専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進のため、地域

連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。さらに、認知症の人

が早期の診断や周辺症状への対応を含む治療等を受け、できる限り住み慣れた地域で生

活を継続できるように、介護保険事業（支援）計画と整合性を図るとともに、数値目標

も含め総合戦略に基づき、地域の実情に応じた医療提供体制の整備を進める必要があ

る。その際には、以下について留意されたい。 

① 早期診断・早期対応のための体制整備について 

（かかりつけ医、認知症サポート医の養成） 

かかりつけ医認知症対応力向上研修の実施や認知症サポート医の養成を進め、身近な

かかりつけ医が認知症に対する対応力を高め、必要に応じて適切な医療機関に繋ぐ体制

を整備すること 

（認知症初期集中支援チームの取組の推進） 

認知症初期集中支援チームの取組が円滑に行えるよう、医療関係団体との調整を図る

等、市町村の支援を行うこと 

（認知症疾患医療センター※等の整備） 

都道府県ごとに地域の中で担うべき機能を明らかにした上で、認知症疾患医療センタ

ーと認知症疾患医療センター以外の認知症の鑑別診断を行える医療機関※※について、二

次医療圏における65歳以上人口も踏まえ、計画的に整備を図っていくこと。 

認知症疾患医療センターについては、少なくとも二次医療圏に１カ所以上、人口の多

い二次医療圏では概ね65歳以上人口６万人に１カ所程度整備すること。 

※ 認知症疾患医療センター：保健・医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症に

関する詳細な診断や、認知症の行動・心理症状と身体合併症に対する急性期治療、専

門医療相談等を実施するものとして、各都道府県（指定都市）が指定した医療機関 

※※ 認知症の鑑別診断を行える医療機関：認知症疾患医療センターに配置すべき医師

と同等の医師及び臨床心理技術者（兼務可）が配置されている医療機関 

疾患医療センター（基幹型15、地域型335、診療所型25）が設置されている。 

そのほか、平成27年度より、速やかに適切な医療・介護等が受けられる初期の対応

体制が構築されるよう、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を、複数の専門

職が訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行い、自立

支援のサポートを行う認知症初期集中支援チームを市町村に設置しており、平成27年

度末時点で287市町村に設置されている。 

（医療提供体制に関する検討課題） 

第７次医療計画においては、認知症に対応できる医療機関を明確にする必要がある。

また、認知症に対応できる専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進のため、地域

連携拠点機能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る必要がある。認知症の人が早期の

診断や周辺症状への対応を含む治療等を受け、できる限り住み慣れた地域で生活を継続

できるように、介護保険事業（支援）計画と整合性を図るとともに、総合戦略に掲げる

数値目標に留意し、地域の実情に応じて医療提供体制の整備を進める必要がある。具体

的な内容については、今後、関係部局から発出される通知に基づいて作成すること。 
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（歯科医師や薬剤師の認知症対応力向上） 

歯科医師認知症対応力向上研修、薬剤師認知症対応力向上研修を関係団体の協力を得

ながら実施し、歯科医師、薬剤師が、認知症の疑いがある人に早期に気付き、かかりつ

け医等と連携して対応できるよう体制を整備すること 

② 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への適切な対応 

（病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上） 

病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修や看護職員の認知症対応力向

上研修を関係団体の協力を得ながら実施し、急性期病院等における認知症の適切な対応

力の向上を図ること 

（適切な治療等の提供や在宅復帰のための支援体制の整備） 

認知症の人に行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見られた場合にも、医療

機関等で適切な治療やリハビリテーションを実施すること。また、退院後も認知症の人

の容態に最もふさわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みを構築す

る観点から、早期退院を阻害する要因を検討した上で、円滑な退院や在宅復帰のための

支援体制を整備すること 

③ 医療・介護等の有機的な連携の推進 

（認知症地域支援推進員の取組の推進） 

認知症地域支援推進員が行う医療・介護等のネットワークの構築等の取組が円滑に進

むよう、医療関係団体との調整を図る等、市町村の支援を行うこと 

（認知症ケアパスの活用） 

地域で作成した認知症ケアパスについて、認知症の人やその家族、医療・介護関係者

等の間で共有され、サービスが切れ目なく提供されるよう、その活用を推進すること 

（若年性認知症の人やその家族の支援） 

若年性認知症支援コーディネーターと医療機関との連携等、若年性認知症の人やその

家族を支援する関係者のネットワークの構築を推進すること 

 

(4) ～ (15) (略) 

 

２ (略) 

 

第２ (略) 

 

第３ 構築の具体的な手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ～ (15) (略) 

  

２ (略) 

 

第２ (略) 

 

第３ 構築の具体的な手順 
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１ （略） 

(1) (略) 

(2) 医療資源・連携等に関する情報 

・ 従事者数、医療機関数（病院報告、医療施設調査、精神保健福祉資料） 

・ 往診・訪問診療を提供する精神科病院・診療所数（医療施設調査） 

・ 精神科訪問看護を提供する病院・診療所数（医療施設調査、精神保健福祉資料） 

・ 精神科救急医療施設数（事業報告） 

・ 精神医療相談窓口及び精神科救急情報センターの開設状況（事業報告） 

・ 医療観察法指定通院医療機関数 

・ かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数（事業報告） 

・ 認知症サポート医養成研修修了者数（事業報告） 

・ 認知症疾患医療センターの指定数（事業報告） 

・ 認知症疾患医療センター鑑別診断件数（事業報告） 

 (3) (略) 

 

２ (略) 

 

３ 連携の検討 

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、多様な精神疾患等ごとに、患

者本位の医療を提供できるよう、精神科医療機関、その他の医療機関、保健・福祉等に関

する機関、福祉・介護サービス施設及び事業所、ハローワーク、地域障害者職業センター、

地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、若年性認知症支援コーディネーター等の

地域の関係機関の連携が醸成されるよう配慮する。 

また、精神科医療機関、その他の医療機関、消防機関、地域医師会、保健・福祉等に関

する機関等の関係者は、診療技術や知識の共有、診療情報の共有、連携する医療機関・保

健・福祉等に関する機関・医師等専門職種の情報の共有に努める。 

さらに、都道府県は、多様な精神疾患等ごとに対応できる医療機関を明確にするととも

に、専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府

県連携拠点機能の強化を図るように努める。この際、多様な精神疾患等ごとに都道府県連

携拠点機能を有する医療機関が１箇所以上あることが望ましい。 

(2) ～ (3) (略) 

 

４ ～ ８ (略) 

１ （略） 

 (1) (略) 

 (2) 医療資源・連携等に関する情報 

・ 従事者数、医療機関数（病院報告、医療施設調査、精神保健福祉資料） 

・ 往診・訪問診療を提供する精神科病院・診療所数（医療施設調査） 

・ 精神科訪問看護を提供する病院・診療所数（医療施設調査、精神保健福祉資料） 

・ 精神科救急医療施設数（事業報告） 

・ 精神医療相談窓口及び精神科救急情報センターの開設状況（事業報告） 

・ 医療観察法指定通院医療機関数 

 

 

 

 

 (3) (略) 

 

２ (略) 

 

３ 連携の検討 

(1) 都道府県は、精神疾患の医療体制を構築するに当たって、多様な精神疾患等ごとに、患

者本位の医療を提供できるよう、精神科医療機関、その他の医療機関、保健・福祉等に関

する機関、福祉・介護サービス施設及び事業所、ハローワーク、地域障害者職業センター

等の地域の関係機関の連携が醸成されるよう配慮する。 

 

また、精神科医療機関、その他の医療機関、消防機関、地域医師会、保健・福祉等に関

する機関等の関係者は、診療技術や知識の共有、診療情報の共有、連携する医療機関・保

健・福祉等に関する機関・医師等専門職種の情報の共有に努める。 

さらに、都道府県は、多様な精神疾患等ごとに対応できる医療機関を明確にするととも

に、専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進のため、地域連携拠点機能及び都道府

県連携拠点機能の強化を図るように努める。この際、多様な精神疾患等ごとに都道府県連

携拠点機能を有する医療機関が１箇所以上あることが望ましい。 

(2)  ～ (3) (略) 

 

４ ～ ８ (略) 
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改   正   後 現       行 

 

救急医療の体制構築に係る指針 

(略) 

 

 

救急医療の体制構築に係る指針 

(略) 
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改   正   後 現       行 

 

災害時における医療体制の構築に係る指針 

(略) 

 

 

災害時における医療体制の構築に係る指針 

(略) 
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改   正   後 現       行 

 

へき地の医療体制構築に係る指針 

(略) 

第１ (略) 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ (略) 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、へき地医療体制に求められる医療機能及び体制を

下記(1)から(4)に示す。都道府県は、各医療機能及び体制の内容（目標、医療機関等に求め

られる事項等）について、地域の実情に応じて柔軟に設定する。 

(1) ～ (3) (略) 

(4) 行政機関等によるへき地医療の支援【行政機関等の支援】 

(略) 

① (略) 

② へき地医療支援機構 

・ 医療計画に基づく施策の実施 

ア (略) 

イ 関係機関に求められる事項 

・ へき地診療所から代診医派遣、医師派遣の要請があった場合の調整と、へき地医

療拠点病院等への派遣要請を行うこと 

・ へき地医療に従事する医師を確保するためのドクタープール機能を持つこと 

・ へき地医療に従事する医師のキャリア形成支援を行うこと 

・ へき地における地域医療分析を行うこと 

・ 専任担当官として地域医療に意識が高く、ある程度長く継続して努められる医師

を配置し、へき地医療関連業務に専念できるような環境を整備すること 

・ 地域医療支援センターとの統合も視野に、地域医療支援センターとのより緊密な

連携や一体化を進め、へき地の医療体制について、総合的な企画・調整を行うこと 

 

第３ (略) 

 

 

 

へき地の医療体制構築に係る指針 

(略) 

第１ (略) 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ (略) 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、へき地医療体制に求められる医療機能及び体制を

下記(1)から(4)に示す。都道府県は、各医療機能及び体制の内容（目標、医療機関等に求め

られる事項等）について、地域の実情に応じて柔軟に設定する。 

(1) ～ (3) (略) 

(4) 行政機関等によるへき地医療の支援【行政機関等の支援】 

(略) 

① (略) 

② へき地医療支援機構 

・ 医療計画に基づく施策の実施 

ア (略) 

イ 関係機関に求められる事項 

・ へき地診療所から代診医派遣、医師派遣の要請があった場合の調整と、へき地医

療拠点病院等への派遣要請を行うこと 

・ へき地医療に従事する医師を確保するためのドクタープール機能を持つこと 

・ へき地医療に従事する医師のキャリア形成支援を行うこと 

・ へき地における地域医療分析を行うこと 

・ 専任担当官として地域医療に意識が高く、ある程度長く継続して努められる医師

を配置し、へき地医療関連業務に専念できるような環境を整備すること 

・ 地域医療支援センターとのより緊密な連携や一体化を進め、へき地の医療体制に

ついて、総合的な企画・調整を行うこと 

 

第３ (略) 
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改   正   後 現       行 

 

周産期医療の体制構築に係る指針 

(略) 

第１ 周産期医療の現状 

１ (略) 

 

２ 周産期医療の提供体制 

(1) 周産期医療の提供体制 

① 施設分娩のうち、診療所と病院での出生がそれぞれ45.5%、53.7%を担い、助産所での

出生は0.7％を担っている 1。分娩取扱施設（病院、診療所）の数は、平成８年には病院

1,720施設、診療所2,271施設であったが、平成26年は病院1,041施設、診療所1,243

施設と、20年以上一貫して減少が続いている 2。 

分娩取扱診療所の平均常勤産婦人科医師数の推移は1.5人（平成20年）から1.7人

（平成26年）と、１～２名の医師による診療体制には大きな変化はなく、全分娩の45.5%

をこのような有床診療所が担っている。一方、分娩取扱病院の平均常勤産婦人科医数は

4.3人(平成20年)から6.0人(平成26人)2と増加傾向であり、分娩取扱病院においては、

勤務環境の整備や分娩体制の維持等のために一定程度の集約化が進んでいると考えら

れる。また、平成15年には新生児集中治療室（以下「NICU」という。）をもつ施設のう

ち、１施設当たりの病床が６床以下の施設数が最も多かった（日本周産期・新生児医学

会調査）が、平成26年は６床以下の施設は29％（医政局地域医療計画課調査）と施設

の規模も拡大傾向にある。 

このように、わが国の周産期医療提供体制は、比較的小規模な多数の分娩施設が分散

的に分娩を担うという特徴を有しているものの、近年は分娩取扱病院については重点

化、集約化が徐々に進んでいる。 

一方で、地域における周産期医療を確保する上で重要となる産科医師については、都

道府県間、二次医療圏間で偏在が生じ、産科医師や分娩取扱施設が存在しない二次医療

圏（以下「無産科二次医療圏」という。）が存在しているため、無産科二次医療圏問題

の解消が課題となっている。 

② ～ ⑥ (略) 

(2) ～ (4)  

(略)  

 

 

周産期医療の体制構築に係る指針 

(略) 

第１ 周産期医療の現状 

１ (略) 

 

２ 周産期医療の提供体制 

(1) 周産期医療の提供体制 

① 施設分娩のうち、診療所と病院での出生がそれぞれ45.5%、53.7%を担い、助産所での

出生は0.7％を担っている 1。分娩取扱施設（病院、診療所）の数は、平成８年には病院

1,720施設、診療所2,271施設であったが、平成26年は病院1,041施設、診療所1,243

施設と、20年以上一貫して減少が続いている 2。 

分娩取扱診療所の平均常勤産婦人科医師数の推移は1.5人（平成20年）から1.7人

（平成26年）と、１～２名の医師による診療体制には大きな変化はなく、全分娩の45.5%

をこのような有床診療所が担っている。一方、分娩取扱病院の平均常勤産婦人科医数は

4.3人(平成20年)から6.0人(平成26人)2と増加傾向であり、分娩取扱病院においては、

勤務環境の整備や分娩体制の維持等のために一定程度の集約化が進んでいると考えら

れる。また、平成15年には新生児集中治療室（以下「NICU」という。）をもつ施設のう

ち、１施設当たりの病床が６床以下の施設数が最も多かった（日本周産期・新生児医学

会調査）が、平成26年は６床以下の施設は29％（医政局地域医療計画課調査）と施設

の規模も拡大傾向にある。 

このように、わが国の周産期医療提供体制は、比較的小規模な多数の分娩施設が分散

的に分娩を担うという特徴を有しているものの、近年は分娩取扱病院については重点

化、集約化が徐々に進んでいる。 

 

 

 

 

② ～ ⑥ (略) 

(2) ～ (4) 

(略) 
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第２ (略) 

 

第３ 構築の具体的な手順 

１ (略) 

 

２ 圏域の設定 

(1) (略) 

(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの

施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、圏域内に機能を担う施設が存在しない場

合には、圏域の再設定を行うこと。特に、無産科二次医療圏を有する都道府県については、

現状の把握を適切に行った上で、圏域設定の見直しも含めた検討を行うこと。 

(3) ～ (4) (略) 

 

３ 連携の検討 

(1) 都道府県は、周産期医療の体制を構築するに当たって、分娩の安全確保を考慮した上で、

地域の医療機関が妊産婦、胎児及び新生児のリスクや重症度に応じて機能を分担する連携

となるよう、また、関係機関・施設の信頼関係を醸成するよう配慮する。特に、無産科二

次医療圏を有する都道府県については、関係機関・施設間の円滑な連携体制を構築した上

で、「産科医療確保事業等」（「産科医療確保事業の実施について」（平成21年４月１日付

け医政発0401007号厚生労働省医政局長通知）別添「産科医療確保事業等実施要綱」に規

定する事業をいう。）を活用し、分娩取扱施設の確保や産科医の派遣、圏域を越える搬送

体制の整備等を通じた無産科二次医療圏問題の解消に向けた対策を医療計画に位置づけ

ること。 

さらに、医療機関、地域医師会等関係者は、診療技術や知識の共有、診療情報の共有、

連携する施設・医師等専門職種の情報の共有に努める。 

(2) ～ (6) (略) 

 

４ ～ ８ (略) 

 

第２ (略) 

 

第３ 構築の具体的な手順 

１ (略) 

 

２ 圏域の設定 

(1) (略) 

(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの

施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、圏域内に機能を担う施設が存在しない場

合には、圏域の再設定を行うこともあり得る。 

 

(3) ～ (4) (略) 

 

３ 連携の検討 

(1) 都道府県は、周産期医療の体制を構築するに当たって、分娩の安全確保を考慮した上で、

地域の医療機関が妊産婦、胎児及び新生児のリスクや重症度に応じて機能を分担する連携

となるよう、また、関係機関・施設の信頼関係を醸成するよう配慮する。 

 

 

 

 

 

 

さらに、医療機関、地域医師会等関係者は、診療技術や知識の共有、診療情報の共有、

連携する施設・医師等専門職種の情報の共有に努める。 

(2) ～ (6) (略) 

 

４ ～ ８ (略) 
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改   正   後 現       行 

 

小児医療の体制構築に係る指針 

(略) 

 

 

 

小児医療の体制構築に係る指針 

(略) 
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改   正   後 現       行 

 

在宅医療の体制構築に係る指針 

(略) 

第１ (略) 

 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ (略) 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、在宅医療の提供体制に求められる医療機能を下記

(1)から(4)に示す。都道府県は、各医療機能の内容（目標、関係機関等に求められる事項等）

について、地域の実情に応じて柔軟に設定する。 

(1) ～ (2) (略) 

(3) 急変時の対応が可能な体制【急変時の対応】 

① ～ ② (略) 

③ 入院医療機関に求められる事項 

・ 在宅療養支援病院、有床診療所、在宅療養後方支援病院、二次救急医療機関等にお

いて、連携している医療機関（特に無床診療所）が担当する患者の病状が急変した際

に、必要に応じて受入れを行うこと 

・ 重症等で対応できない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制を構築すること 

（医療機関の例） 

・ 病院・診療所 

(4) ～ (6) (略)  

 

第３ 構築の具体的な手順 

１ ～ ４ (略) 

 

５ 数値目標 

都道府県は、良質かつ適切な在宅医療を提供する体制について、事後に定量的な比較評価

を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実情に応じた目標項

目やその数値目標、目標達成に要する期間を設定し、医療計画に記載する。 

数値目標の設定に当たっては、各指標の全国データ等を参考にするとともに、基本方針第

 

在宅医療の体制構築に係る指針 

(略) 

第１ (略) 

 

第２ 医療体制の構築に必要な事項 

１ (略) 

 

２ 各医療機能と連携 

前記「１ 目指すべき方向」を踏まえ、在宅医療の提供体制に求められる医療機能を下記

(1)から(4)に示す。都道府県は、各医療機能の内容（目標、関係機関等に求められる事項等）

について、地域の実情に応じて柔軟に設定する。 

(1) ～ (2) (略) 

(3) 急変時の対応が可能な体制【急変時の対応】 

① ～ ② (略) 

③ 入院医療機関に求められる事項 

・ 在宅療養支援病院、有床診療所、在宅療養後方支援病院等において、連携している

医療機関（特に無床診療所）が担当する患者の病状が急変した際に、必要に応じて受

入れを行うこと 

・ 重症等で対応できない場合は、他の適切な医療機関と連携する体制を構築すること 

（医療機関の例） 

・ 病院・診療所 

(4) ～ (6) (略) 

  

第３ 構築の具体的な手順 

１ ～ ４ (略) 

 

５ 数値目標 

都道府県は、良質かつ適切な在宅医療を提供する体制について、事後に定量的な比較評価

を行えるよう、「４ 課題の抽出」で明確にした課題に対して、地域の実情に応じた目標項

目やその数値目標、目標達成に要する期間を設定し、医療計画に記載する。 

数値目標の設定に当たっては、各指標の全国データ等を参考にするとともに、基本方針第
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九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案するものとし、達成可能なものだけを目標とする

のではなく、真に医療圏の課題を解決するために必要な目標を設定することとする。 

 

特に、地域医療構想(医療法第30条の４第２項第７号に規定する地域医療構想をいう。以

下同じ。)による病床の機能分化・連携に伴う、介護施設、在宅医療等の追加的需要や、高

齢化の進展により増大する訪問診療を必要とする患者の増加に対する目標について、介護保

険事業（支援）計画等と整合性をもって設定していくことが重要であり、医療・介護の体制

整備に係る都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を活用し、検討

を行うこと。 

具体的には、地域医療構想において定めることとされている構想区域における将来の居宅

等における医療の必要量に、足下の訪問診療患者の受療率に2025年の人口推計を勘案して

推計した需要が含まれていることを踏まえ、訪問診療を実施する診療所・病院数に関する具

体的な数値目標を記載することを原則とする。介護施設、在宅医療等の追加的需要の考え方

を含め、将来必要となる訪問診療の需要については、今後、関係部局から発出される通知に

より、追って具体的な内容を示すこととする。 

また、これに加え、 

・ 在宅医療の提供体制に求められる各医療機能を確保するため、「退院支援」、「急変時の

対応」、「看取り」のそれぞれの機能ごとの目標、 

・ 多職種による取組を確保するため、「訪問看護」、「訪問歯科診療」、「訪問薬剤管理指導」

といった主要な職種についての目標 

について、それぞれ具体的な数値目標を、可能な限り記載するよう努めるものとする。 

（目標設定する項目・指標の例） 

・「退院支援」 退院支援ルールを設定している二次医療圏数 

・「急変時の対応」 在宅療養後方支援病院数、在宅療養支援病院数 

・「看取り」 在宅看取りを実施している診療所・病院数 

・「訪問看護」 24時間体制を取っている訪問看護ステーション数、機能強化型訪問看護

ステーション数 

・「訪問歯科診療」 訪問歯科診療を実施している歯科診療所数、在宅療養支援歯科診療

所数 

・「訪問薬剤管理指導」 訪問薬剤指導を実施している事業所数 

なお、介護保険事業（支援）計画との整合性を確保する観点から、第７次医療計画におけ

る在宅医療の整備目標の設定に当たっては、第７期介護保険事業(支援)計画と整合的なもの

となるよう、まずは平成32年度末における整備目標を設定し、その後、医療計画の中間年

九に掲げる諸計画に定められる目標を勘案するものとする。 

なお、達成可能なものだけを目標とするのではなく、真に医療圏の課題を解決するために

必要な目標を設定することとする。 

特に、将来の在宅医療に係る医療需要に対する目標について、介護保険事業（支援）計画

等と整合性をもって設定し、その考え方を記載していくことが重要であり、介護保険事業（支

援）計画との整合性の確保のために設置する都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係

者による協議の場を活用し、検討を行うこと。 
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- 30 - 

（３年目）での見直しにおいて、第８期介護保険事業（支援）計画と整合的なものとなるよ

う、平成35年度末における目標を設定することとする。 

 

６ 施策 

数値目標の達成には、課題に応じた施策・事業を実施することが重要である。都道府県は、

「４ 課題の抽出」に対応するよう「５ 数値目標」で設定した目標を達成するために行う

施策・事業について、医療計画に記載する。 

その際、訪問診療を実施する診療所・病院数に関する数値目標の達成に向けた施策につい

ては、原則、記載することし、「退院支援」、「急変時の対応」、「看取り」のそれぞれの機能

ごとの目標や、「訪問看護」、「訪問歯科診療」、「訪問薬剤管理指導」といった主要な職種に

ついての目標の達成に向けた施策についても、可能な限り記載するよう努めるものとする。 

また、施策の検討にあたっては、在宅医療の提供者側に対する施策のみに偏重しないよう、

多様な職種・事業者が参加することを想定して施策を検討すること。 

（施策の例） 

・ 地域住民に対する普及啓発 

・ 入院医療機関に対し在宅医療で対応可能な患者像や療養環境についての研修 

・ 入院医療機関と、かかりつけの医療機関や居宅介護支援事業所等との入退院時にお

ける情報共有のための協議の実施 等 

さらに、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組について、在宅医療

に係る圏域ごとの課題に鑑みて、必要な施策については医療計画にも記載することとし、施

策の達成に向けた役割分担を明確にした上で、地域医師会等と連携しながら、必要な支援を

行うこと。 

特に、医療に係る専門的・技術的な対応が必要な「切れ目のない在宅医療と在宅介護の提

供体制の構築推進」や「在宅医療・介護連携に関する相談支援」、二次医療圏等の広域の視

点が必要な「在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携」について、重点的な支援が

必要である。 

 

７ ～ ８ (略) 

 

 

 

 

６ 施策 

数値目標の達成には、課題に応じた施策・事業を実施することが重要である。都道府県は、

「４ 課題の抽出」に対応するよう「５ 数値目標」で設定した目標を達成するために行う

施策・事業について、医療計画に記載する。 

 

 

 

 

施策の検討にあたっては、在宅医療の提供者側に対する施策のみに偏重しないよう、多様

な職種・事業者が参加することを想定して施策を検討すること。 

（施策の例） 

・ 地域住民に対する普及啓発 

・ 入院医療機関に対し在宅医療で対応可能な患者像や療養環境についての研修 

・ 入院医療機関と、かかりつけの医療機関や居宅介護支援事業所等との入退院時にお

ける情報共有のための協議の実施 等 

また、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組について、在宅医療に

係る圏域ごとの課題に鑑みて、必要な施策については医療計画にも記載することとし、施策

の達成に向けた役割分担を明確にした上で、地域医師会等と連携しながら、必要な支援を行

うこと。 

特に、医療に係る専門的・技術的な対応が必要な「切れ目のない在宅医療と在宅介護の提

供体制の構築推進」や「在宅医療・介護連携に関する相談支援」、二次医療圏等の広域の視

点が必要な「在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携」について、重点的な支援が

必要である。 

 

７ ～ ８ (略) 
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平 成 29 年 ８ 月 10 日 

 

各都道府県               殿 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 地 域 医 療 計 画 課 長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 介 護 保 険 計 画 課 長 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課長 

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

 

 

第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画における整備目標及

びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について 

 

 

平成29年度は、第７次医療計画（医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第12号に規定する医療計

画をいう。以下同じ。）、第７期介護保険事業（支援）計画（介護保険法（平成９年法律第123号）第117

条第１項に規定する市町村介護保険事業計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）及び同法第118

条第１項に規定する都道府県介護保険事業支援計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。）

をいう。以下同じ。）が同時に策定される年であり、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質

の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行わ

れるよう、これらの計画の整合性を確保することが重要である。 

今般、第７次医療計画における在宅医療等の整備目標、第７期介護保険事業（支援）計画におけるサー

ビスの量の見込みを整合的に定めるに当たっての基本的な考え方を整理したので、ご了知の上、医療計画

及び都道府県介護保険事業支援計画の策定に係る検討を進めるとともに、貴管内市区町村へ周知願いたい。

衛 生 主 管 部 （ 局 ） 長 

介護保険主管部（局）長 
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記 

 

１  基本的な方針 

医療計画においては、第７次の計画期間（平成30年度から平成35年度まで）における必要な在宅

医療の整備目標を定め、市町村介護保険事業計画の期間と合わせてその半期に見直しを行うことと

されている。また、各都道府県は、2025年における医療機能ごとの医療需要に基づく病床の必要量、

慢性期機能からの転換分を含めた介護施設・在宅医療等（介護保険施設（介護医療院、介護老人保

健施設及び介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。）をいう。以下同じ。）、特

定施設入居者生活介護、認知症共同生活介護、その他介護サービス、在宅医療及び外来医療をいう。

以下同じ。）の追加的需要等を推計し、昨年度末までに地域医療構想（医療法第30条の４第２項第

７号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。）を策定した。一方、市町村介護保険事業計画及

び都道府県介護保険事業支援計画においては、第７期（平成30年度から平成32年度まで）における

サービスの種類ごとの量の見込み等を定めるとともに、市町村介護保険事業計画においては2025年

におけるサービスの種類ごとの量の推計値を定めることとされている。 

2025年に向けて、地域医療構想を推進するためには、慢性期機能から介護施設・在宅医療等への

転換を含めた追加的需要について、地域の実情に応じて適切に受け皿の整備がなされる必要があり、

第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画においては、この受け皿整備の必要量を踏ま

えた在宅医療の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みを、それぞれの計画の間で整合的

に、かつ受け皿整備の先送りが発生しないよう計画的に設定する必要がある。また、市町村介護保

険事業計画における2025年の介護サービス見込み量の推計値においても、この受け皿整備の必要量

を盛り込んだものとする必要がある。 

  

２ 介護施設・在宅医療等の追加的需要への対応の考え方について 

(1) 追加的需要の範囲 

追加的需要は、地域医療構想において定めることとされている構想区域（医療法第30条の４第２

項第７号に規定する構想区域をいう。以下同じ。）における2025年の介護施設・在宅医療等におけ

る医療の必要量のうち、次に掲げる数とする。 

① 慢性期入院患者（療養病棟入院基本料、療養病棟特別入院基本料、有床診療所療養病床入院基

本料及び有床診療所療養病床特別入院基本料を算定する入院患者をいう。以下同じ。）のうち当

該構想区域に住所を有する者であって、医療区分１である患者の数の70％に相当する数。 

② 慢性期入院患者のうち、当該構想区域に住所を有する者であって、入院受療率の地域差を解消

していくことで介護施設・在宅医療等の需要として推計する患者の数（①に掲げる数を除く）。 

③ 一般病床の入院患者（回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する入院患者を除く。）の

うち、医療資源投入量（※）が225点未満の医療を受ける入院患者であって当該構想区域に住所を

有する者の数から、当該数のうち（イ）在宅復帰に向けて調整を要する者（医療資源投入量175点

以上225点未満）、（ロ）リハビリテーションを受ける入院患者であってリハビリテーション料を
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加えた医療資源投入量が175点以上となる医療を受ける者の数を控除して得た数。  

※ 「医療資源投入量」とは、患者に提供される医療を1日当たりの診療報酬(入院基本料相当分

及びリハビリテーション料を除く。)の出来高点数により換算した量をいう。 

 

(2) 市町村ごとの追加的需要の推計の考え方 

以下の方法により、(1)の①から③までごとに、市町村ごとの追加的需要の値を推計する。 

ア  各構想区域における追加的需要を、2025年における市町村別の性・年齢階級別人口で按分す

る。 

2025年における市町村別の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究所

「日本の地域別将来推計人口（平成25年（2013年）３月中位推計）」を用いる。 

イ  上記アで得た平成37年（2025年）時点の市町村別の値から、第７期介護保険事業（支援）計

画の終了時点となる平成32年度末及び第７次医療計画の終了時点となる平成35年度末までに生

じる値を、比例的に推計する。 

具体的には、追加的需要が、第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画の開始年

度となる平成30年度から生じ、平成37年度末までの８年間にわたって、毎年度同じ量ずつ増加

するものと仮定して、比例的に逆算して推計する。 

ウ  上記ア及びイで得たそれぞれの時点における値について、地域の実情を踏まえ、必要に応じ

て、市町村間で増減の調整を行うことは差し支えないこと。ただし、調整を行う場合には、地

域医療構想の構想区域ごとの推計と、当該構想区域内の市町村別の推計の合計値との整合性が

確保されるよう、市町村間の調整を行うこと。 

 

３ 医療計画における在宅医療の整備目標について 

(1) 整備目標を設定する時点について 

  医療計画における在宅医療の整備目標の設定に当たっては、第７期介護保険事業（支援）計画と

整合的なものとなるよう、平成32年度末における整備目標を設定する。また、医療計画の中間年（３

年目）での見直しにおいて、第８期介護保険事業（支援）計画と整合的なものとなるよう、平成35

年度末における整備目標を設定する。 

 

(2) 追加的需要に対する在宅医療の考え方 

介護施設・在宅医療等の追加的需要は、基本的に療養病床からの移行によるものである。地域包

括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第52号。以下、

「改正介護保険法」という。）により、指定介護療養型医療施設の廃止の期限が平成35年度末とさ

れ、新たなサービス類型として介護医療院が創設されたことから、療養病床からの移行分としては、

まずは、医療療養病床及び指定介護療養型医療施設から介護医療院等の介護保険施設への移行を念

頭に置く必要がある。 
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このため、「第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画の策定に係る医療療養病床を

有する医療機関及び介護療養型医療施設からの転換意向の把握について」（平成29年８月10日厚生

労働省医政局地域医療計画課・老健局介護保険計画課事務連絡。以下「転換意向調査事務連絡」と

いう。）に基づき、都道府県と市町村の連携の下で把握する介護保険施設等への移行の意向を踏ま

える必要がある。具体的には、医療療養病床については意向調査により把握した平成32年度末、平

成35年度末時点の見込み量を医療療養病床からの追加的需要の下限として設定することとし、指定

介護療養型医療施設については意向調査により把握した平成32年度末時点の見込み量を指定介護療

養型医療施設からの追加的需要の下限として設定（平成35年度末時点においては指定介護療養型医

療施設の全数に相当する数を追加的需要として設定）すること。 

2025年の推計における追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられる

が、２(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在宅医療等

への移行、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられる。これらについては、以下のよう

な資料等を参考としつつ、今後、各都道府県、市町村において、現在の療養病床の数、これまでの

在宅医療・介護サービス基盤の整備状況、今後の病床機能の分化・連携及び地域包括ケアシステム

の深化・推進を踏まえた将来の在宅医療・介護サービス基盤の在り方等を踏まえて、在宅医療と介

護保険施設との間でその対応する分を按分した上で、在宅医療の整備目標に反映させること。この

際、都道府県と市町村の間の協議の場における協議を経て設定すること。また、以下については、

基本的に現状の退院先等を参考とするものであることに留意が必要である。 

ア 患者調査や病床機能報告における療養病床を退院した患者の退院先別のデータ等を参考にしつ

つ、必要な在宅医療や介護サービスを検討する。 

イ 各市町村において国保データベースを活用し、当該市町村における療養病床を退院した者の訪

問診療や介護サービスの利用状況等を把握し、必要な在宅医療や介護サービスを検討する。 

ウ その他、各市町村における独自のアンケート調査、現状における足下の統計データ等を活用し

て、必要な在宅医療・介護サービスを検討する。 

地域医療構想において定めることとされている構想区域における将来の介護施設・在宅医療等に

おける医療の必要量には、上記のようにして得られた在宅医療の追加的需要に加え、足下の訪問診

療患者の受療率に2025年の人口推計を勘案して推計した需要（※）が含まれている。このため、こ

の需要と追加的需要を合算した値に対応する訪問診療の提供体制に係る整備目標を検討すること。 

※ 足下の訪問診療患者の受療率に基づき推計した2025年の需要から、平成32年度末、平成35年度

末の数値を比例的に推計して活用すること。 

なお、２(2)により得た値のうち、一般病床から生じる追加的需要（(1)の③に相当する部分をい

う。）については、一般病床から退院する患者の多くが、退院後に通院（外来医療）により医療を

受ける傾向にあることを踏まえ、外来医療により対応することを基本とし、在宅医療の受け皿整備

の対象とはみなさない。 

 

４ 介護保険事業（支援）計画におけるサービスの量の見込みについて 
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(1) 基本的な考え方 

介護保険事業（支援）計画において定めるサービスの量の見込みについては、現在のサービス受

給者の状況や人口動態を踏まえた自然体の推計に加えて、各自治体の課題やニーズに応じて各種施

策を反映して定めることとなっている。サービス量の見込みについては、2025年度のサービス量の

見込みの推計と、第７期分のサービス量の見込みの策定の両方を行う必要があるが、これらの推計・

策定過程においては、地域医療構想における2025年の介護施設・在宅医療等の追加的需要を踏まえ

るとともに、医療計画における在宅医療の整備目標との整合性を図る必要がある。 

 

(2) 2025年度における介護サービスの量の見込みについて 

地域医療構想における2025年の介護施設・在宅医療等の追加的需要は、足下の介護施設・在宅医

療等の受療動向に2025年の人口推計を勘案して推計した2025年の介護施設・在宅医療等の需要では

なく、足下の需要としては療養病床や一般病床で対応していたものについて、介護施設・在宅医療

等で対応するよう推計された追加的な需要であることから、介護サービスの需要は、人口推計を基

にした自然体の推計に加えて、これに対応する分（在宅医療の利用者が利用すると想定される居宅

サービスを含む。）が増加するものと想定される。 

２で示された介護施設・在宅医療等の追加的需要を、実際に、2025年における介護サービスの量

の推計にどのように反映させるかについては、各都道府県、市町村において、現在の療養病床の数、

これまでの在宅医療・介護サービス基盤の整備状況、今後の病床機能の分化・連携及び地域包括ケ

アシステムの深化・推進を踏まえた将来の在宅医療・介護サービス基盤の在り方等を踏まえて、検

討する必要がある。また、介護保険事業（支援）計画に記載する介護サービスの見込み量において、

この追加的需要をどのように位置づけたかについて、明確化することが重要である。なお、検討に

当たっては、以下のような考え方を踏まえることが重要である。 

○ まず、この介護施設・在宅医療等の追加的需要は、前述のとおり、基本的に療養病床の需要が

移行するものであり、改正介護保険法により、指定介護療養型医療施設の廃止の期限が平成35年

度末とされたこと、新たなサービス類型として介護医療院が創設されたことを踏まえれば、まず

は、指定介護療養型医療施設・医療療養病床からの移行を反映させること（推計ツールにおいて

は、2025年における介護医療院の見込み量は指定介護療養型医療施設と一体的に算定することと

なっており、介護医療院のうち指定介護療養型医療施設からの転換分と指定介護療養型医療施設

を併せて反映させることが想定される。）。なお、これについては、転換意向調査事務連絡に基

づき把握された、介護保険施設等への移行（指定介護療養型医療施設及び医療療養病床から居宅

介護サービスに転換する場合や、いずれのサービスにも転換せずに在宅へ移行する場合も含む。）

の意向等を反映させること。 

○ ３(2)のとおり、追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えられるとと

もに、２(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・在宅医

療等への移行や、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられること。 

○ 介護サービスについては、これまで、様々な取組により医療から介護への移行が進められてき
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ているが、年齢階級別の受給率は、近年、概ね横ばいで推移してきているとともに、介護サービ

スの量の見込みの策定に当たっては、年齢構成の変化に加え、過去の利用実績の傾向や特養待機

者等の現状も踏まえつつ、推計を行うものであり、保険者によっては、こうした中で既に病床か

ら在宅医療や介護サービスの利用への移行について、一定程度勘案されている場合もあると考え

られること。 

○ 介護サービスの量を、自然体推計に追加して推計するに当たっては、現時点では療養病床から

介護施設・在宅医療等へ移行する場合の患者像・介護サービスの利用者像が必ずしも明らかにな

っていないことから、３(2)と同様、以下のような資料等を参考としつつ、今後、当該地域の実情

に即してどのような地域包括ケアシステムを構築していくかも踏まえつつ、サービス種類ごとに

按分した上で、介護サービス量の推計に反映させることが考えられる。ただし、推計に当たって

は、地域医療構想の進捗や、第７次医療計画における在宅医療の整備目標の考え方との整合性を

踏まえつつ、都道府県と市町村の間の協議の場における協議を経て設定すること。また、以下に

ついては基本的に、現状の退院先等を参考とするものであることに留意が必要である。 

ア 患者調査における一般病床や療養病床を退院した患者の退院先別のデータ等を参考にしつつ、

必要な介護サービスを検討する。 

イ 各市町村において国保データベースを活用し、当該市町村における療養病床を退院した者の

介護サービスの利用状況等を把握し、必要な介護サービスを検討する。 

ウ その他、各市町村における独自のアンケート調査、現状における足下の統計データ等を活用し

て、必要な介護サービスを検討する。 

  ○ なお、一般病床から生じる追加的需要については、疾病の状況、介護の必要度等が明らかでは

なく、介護サービスの需要増につながらない場合も想定されるため、必ずしも、定量的な介護サ

ービスの推計を行うことができるわけではない。医療計画における在宅医療の整備目標の策定に

当たっては、一般病床から生じる追加的需要については、基本的に外来で対応するものと想定さ

れている。 

 

（3） 第７期分の介護サービスの量の見込みについて 

   地域医療構想が2025年時点の医療需要の推計であること、2025年に追加的に介護施設・在宅医療

等の医療需要が増加すると推計される部分の大部分は、療養病床の需要が介護施設・在宅医療等の

需要に移行するものであること等に鑑み、追加的需要の算定部分に対応する第７期分のサービスの

量の見込みの策定に当たっては、基本的には、まず、転換意向調査事務連絡に基づき、指定介護療

養型医療施設及び医療療養病床からの介護保険施設等への移行（指定介護療養型医療施設及び医療

療養病床から居宅介護サービスに移行する場合や、いずれのサービスにも移行せずに在宅へ移行す

る場合も含む。）について、市町村と都道府県が連携し、高齢者の利用ニーズや医療療養病床を有

する医療機関又は指定介護療養型医療施設の転換意向を把握し、これを下限としつつ、見込むこと

とする。 

さらに、３(2)のとおり、追加的需要については、その多くはこれらの移行によるものと考えら
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れるとともに、２(2)により比例的に算出した追加的需要分に満たない部分は、その他の介護施設・

在宅医療等への移行や、高齢化の動向に伴う需要増等によるものと考えられる。これらについては、

具体的に地域の病床機能をどのように分化・連携させていくのか等を検討する各都道府県における

地域医療構想調整会議等の検討状況や各医療機関の動向、（2）に示すような、これまでの介護サ

ービスの提供体制の整備状況や今後の人口の推移・高齢化の動向等を踏まえつつ、３(2)において

示した第７次医療計画における在宅医療の整備目標と整合性が図られるよう、都道府県と市町村の

間の協議の場における協議を経て、見込み量を検討し、設定することが重要である。 

なお、必要な追加的需要に対して、第７期分において十分な受け皿整備がなされない場合には、

第８期に繰り越して対応する必要があることについて、十分留意すること。 

 

(4) 都道府県と市町村の協力について 

2025年のサービス量の推計については、市町村介護保険事業計画において定めることとなってい

るが、医療計画との整合性の確保の重要性に鑑み、都道府県の介護保険主管部局においては、医療

計画主管部局と密接に連携しつつ、市町村に対して必要な情報提供等を行うことが重要である。 

 

５ 医療及び介護の体制整備に係る協議の場について  

(1) 位置付け 

「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」（平成 26 年厚生労働省告

示第 354 号）においては、医療計画、介護保険事業（支援）計画を一体的に作成し、これらの計画

の整合性を確保することができるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協

議の場（以下「協議の場」という。）を設置することとされている。 

協議の場は、医療計画及び介護保険事業（支援）計画の策定に係る都道府県医療審議会や介護保

険事業（支援）計画作成委員会等における議論に資するよう、事前に、関係自治体が地域医師会等

の有識者を交えて、計画を策定する上で必要な整合性の確保に関する協議を行う場とする。このた

め、３及び４における在宅医療の整備目標や介護サービスの種類ごとの量の見込みの整合性の確保

に当たっては、協議の場において十分に協議を行うこと。 

各計画の最終的な議論は、都道府県医療審議会、介護保険事業（支援）計画作成委員会等におい

て、それぞれ行うこと。 

 

(2) 設置区域 

協議の場は、二次医療圏（医療法第 30 条の４第２項第 12 号に規定する区域をいう。以下同じ。）

単位で設置することを原則とする。ただし、二次医療圏と老人福祉圏域（介護保険法第 118 条第２

項第１号に規定する区域をいう。）が一致していない場合等、二次医療圏単位での開催が適当でない

場合には、都道府県が適当と認める区域での設置も可能とする。 

また、二次医療圏は構想区域に合わせて設定することが適当とされていることを踏まえ、例えば

地域医療構想調整会議（医療法第 30 条の 14第１項に規定する協議の場をいう。以下同じ。）の枠組

を活用し、同会議の下に関係者によるワーキンググループ形式で設置する等、柔軟な運用を可能と
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する。 

 

(3) 協議事項 

協議の場は、以下の事項について協議を行う。 

① 介護施設・在宅医療等の追加的需要について 

療養病床から生じる追加的需要について、在宅医療において対応する部分と介護サービスにおい

て対応する部分の按分に関する調整・協議を行う。 

② 具体的な見込み量及び整備目標の在り方について 

①を踏まえ、在宅医療の整備目標及び介護サービスの見込み量について協議を行う。 

その際、地域の実情を踏まえ、市町村と都道府県での役割分担に関する協議も行う。例えば、訪

問看護ステーションの地域偏在等により、市町村を越えた広域的な整備目標の調整が必要な場合は、

都道府県が積極的に調整を支援するなどについても議論を行う。 

③ 目標の達成状況の評価について 

第７次医療計画の中間年における見直しと、第８期介護保険事業（支援）計画の策定に向け、両

計画における在宅医療の整備目標の達成状況及び介護サービスの見込み量を共有する。 

 

(4) 都道府県と市町村の事前協議について 

協議の場での協議に先立ち、都道府県及び市町村の医療計画、介護保険主管部局間において、事

前に、協議事項に関する十分な調整を行うことが重要である。事前の調整に当たっては、追加的需

要に対する受け皿整備の先送りが発生しないよう留意するとともに、それぞれの計画の策定スケジ

ュールを勘案し、可能な限り早急に調整を開始すること。 

 

以上 
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事 務 連 絡 

平成 29 年８月 10 日 

 

各都道府県               御中 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

厚生労働省老健局介護保険計画課 

 

 

第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画の策定に係る 
医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型医療施設からの転換 

意向の把握について 
 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成29年法律第

52号。以下「平成29年改正法」という。）により、慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常

的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」と

しての機能を兼ね備えた介護保険施設として、介護医療院が創設されるとともに、平成29年度末を

もって廃止することとされていた指定介護療養型医療施設について、廃止の期限が６年間延長さ

れたところである。 

また、平成29年度は、第７次医療計画、第７期介護保険事業（支援）計画が同時に策定される年

であり、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに

在宅医療・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、これらの計画の

整合性を確保することが重要である。 

こうした状況を踏まえ、第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画の策定に当たって

は、医療保険適用の療養病床（以下「医療療養病床」という。）及び指定介護療養型医療施設にお

ける、介護保険施設等への転換の意向等を把握することが重要である。 

具体的には、各都道府県の医療部局と介護部局の密接な連携の下、転換意向調査を実施し、

医療機関における転換の意向等を把握した上で、都道府県や市町村の医療、介護担当者等の関

係者による協議の場（「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」（平

成26年厚生労働省告示第354号）第２の二の１の協議の場をいう。）において議論することにより、療

養病床からの転換の見込み量を設定することが重要である。これに当たり、各都道府県における医

療療養病床及び指定介護療養型医療施設における、介護保険施設等への転換の意向等の調査

に活用していただくよう、調査方法や質問項目等の例を、別添のとおりお示しする。都道府県にお

いて、独自の調査を行うことを妨げるものではないが、別添を踏まえ、「転換等の有無、転換先、時

期等に係る意向に関する質問」への回答部分の把握は必要と考えられる。 

 

 

医 療 計 画 主 幹 課 
介護保険事業支援計画主幹課 
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別添 

医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型医療施設における 

転換の意向調査の方法（例） 

 

（１）調査対象 

 各都道府県に所在する療養病床を有する病院及び診療所（介護療養型医療施設を含む） 

 

（２）調査への回答に当たっての留意事項として調査票に記載するべき事項 

 

  ○ 平成 29 年における介護保険法の改正（地域包括ケアシステムの強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 52 号））により、慢性期の医療・

介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象に、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミ

ナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた、「介護医療院」

という新たなサービス類型が創設されることとなった。（平成 30 年度～） 

  ○ 併せて、平成 29 年度末をもって廃止することとされていた指定介護療養型医療施

設について、廃止の期限が６年間延長された。 

  ○ 本調査は、都道府県の第７期介護保険事業支援計画や市町村の第７期介護保険事業

計画、第７次医療計画を策定するに当たって、医療療養病床や介護療養型医療施設の

転換等の意向を調査し、サービスの量の見込み等に反映させるために行うものであり、

「介護医療院」の報酬体系や具体的な施設基準等も未定である中で、今回の回答の内

容をもって、当該医療療養病床や介護療養型医療施設の今後の方向性について制約す

るものでは全く無い。あくまで、現時点での検討状況としてご回答いただくもの。 

  ○ 「介護医療院」の具体的な基準・報酬等については、今後、社会保障審議会介護給

付費分科会において審議を行うものであり、現時点では決定していないが、ご参考と

して、厚生労働省の検討会（療養病床の在り方等に関する特別部会）において「介護

医療院」に求められる機能等として以下のような内容が提案されている。 

(1) 現行の介護療養病床が果たしている機能に着目しつつ、利用者の状態や地域の

実情等に応じた柔軟な対応を可能とする観点から、以下の２つの機能分類とする 

① 介護療養病床相当（主な利用者像は、療養機能強化型ＡＢ相当） 

② 老人保健施設相当以上（主な利用者像は、上記より比較的容体が安定した者） 

(2) １室当たり定員４人以下、かつ、入所者１人当たり８㎡以上とすること。ただし、

多床室の場合でも、家具やパーテーション等による間仕切りを設置するなど、プラ

イバシーに配慮した療養環境を整備すること。 
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（３）質問事項 

※ 以下、病院向けの調査票例であるため、診療所向けの調査票については、「療養病棟入院基本料」を

「有床診療所療養病床入院基本料」とする等、適宜修正いただきたい。ただし、この場合にも、第７次医

療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画の策定に当たって把握することが必要な項目に漏れがないよ

うにすること。 

 

○ 療養病床の数等に関する質問 

 

病床種別 病床数 

一般病床   床 

療養病床 医療

療養

病床 

療養病棟入院基本料１

（20:1） 

  床 

療養病棟入院基本料２

（25:1） 

  床 

介護療養病床   床 

その他の病床   床 

 

○ 転換等の有無、転換先、時期等に関する意向に関する質問 
 

 現在の療養病

床に係る届出

病床数 

今後の見込み（現時点の考え） 

 平成 30

年度末 

平成 31

年度末 
平成 32

年度末 
平成 35 年度末 

療
養
病
棟
入
院
基
本
料
（20:

1

） 

床 療養病棟入院基本料（20:1） 床 床 床 床 

療養病棟入院基本料（25:1） 床 床 床 床 

回復期リハビリテーション病棟入院料 

地域包括ケア病棟入院料 ※病室を含む 

床 床 床 床 

介護医療院 床 床 床 床 

介護老人保健施設 床 床 床 床 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 床 床 床 床 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム・サービス付き高齢者住宅を含む。） 

床 床 床 床 

認知症グループホーム 床 床 床 床 

看護小規模多機能型居宅介護 床 床 床 床 

小規模多機能型居宅介護 床 床 床 床 

その他 床 床 床 床 

病床廃止（上記のいずれにも転換しない） 床 床 床 床 

未定（※次の問もお答えください） 床 床 床 床 
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療
養
病
棟
入
院
基
本
料
（25:

1

） 

床 

 

療養病棟入院基本料（20:1） 床 床 床 床 

療養病棟入院基本料（25:1） 床 床 床 床 

回復期リハビリテーション病棟入院料 

地域包括ケア病棟入院料 ※病室を含む 

床 床 床 床 

介護医療院 床 床 床 床 

介護老人保健施設 床 床 床 床 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 床 床 床 床 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム・サービス付き高齢者住宅を含む。） 

床 床 床 床 

認知症グループホーム 床 床 床 床 

看護小規模多機能型居宅介護 床 床 床 床 

小規模多機能型居宅介護 床 床 床 床 

その他 床 床 床 床 

病床廃止（上記のいずれにも転換しない） 床 床 床 床 

未定（※次の問もお答えください） 床 床 床 床 

介
護
療
養
型
医
療
施
設 

床 

 

療養病棟入院基本料（20:1） 床 床 床 床 

療養病棟入院基本料（25:1） 床 床 床 床 

回復期リハビリテーション病棟入院料 

地域包括ケア病棟入院料 ※病室を含む 

床 床 床 床 

介護療養型医療施設 床 床 床 床 

介護医療院 床 床 床 床 

介護老人保健施設 床 床 床 床 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 床 床 床 床 

特定施設入居者生活介護（有料老人ホー

ム・サービス付き高齢者住宅を含む。） 

床 床 床 床 

認知症グループホーム 床 床 床 床 

看護小規模多機能型居宅介護 床 床 床 床 

小規模多機能型居宅介護 床 床 床 床 

その他 床 床 床 床 

病床廃止（上記のいずれにも転換しない） 床 床 床 床 

未定（※次の問もお答えください） 床 床 床 床 
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 上記で未定と回答した場合には以下でおおまかな意向を回答 

 平成 32 年度末 平成 35 年度末 

療養病棟入院基本料１（20:1） 01 医療保険の病床 

02 介護保険施設（介護医療

院を含む） 

03 01 と 02 を組み合わせる  

04 病床を廃止する 

01 医療保険の病床 

02 介護保険施設（介護医療院

を含む） 

03 01 と 02 を組み合わせる  

04 病床を廃止する 

療養病棟入院基本料２（25:1） 01 医療保険の病床 

02 介護保険施設（介護医療

院を含む） 

03 01 と 02 を組み合わせる  

04 病床を廃止する 

01 医療保険の病床 

02 介護保険施設（介護医療院

を含む） 

03 01 と 02 を組み合わせる  

04 病床を廃止する 

介護療養型医療施設 01 医療保険の病床 

02 介護保険施設（介護医療

院を含む） 

03 01 と 02 を組み合わせる  

04 病床を廃止する 

01 医療保険の病床 

02 介護保険施設（介護医療院

を含む） 

03 01 と 02 を組み合わせる  

04 病床を廃止する 
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医政発 0804 第 2 号 

平成 29 年 8 月 4 日 

 

（別記の開設主体の長） 殿 

 

厚生労働省医政局長   

 

 

地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０２５プラン」策定について（依頼） 

 

 

人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、将来に向けて医療需要が大きく変化

することが見込まれており、地域ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組んでい

くことが必要となっています。 

そのような中、各都道府県は、平成 29 年３月までに地域医療構想（医療法（昭和

23 年法律第 205 号）第 30 条の４第２項第７号に規定する地域医療構想をいう。以下

同じ。）の策定を完了しており、今後、その達成に向けて、構想区域（同号に規定す

る構想区域をいう。）ごとに、地域医療構想調整会議（同法第 30 条の 14 第１項に規

定する協議の場をいう。以下同じ。）を開催し、関係者による議論を進めていくこと

となります。 

地域医療構想調整会議における具体的な議論の進め方については、平成28年 12月、

「医療計画の見直し等に関する検討会」において意見がとりまとめられ、将来の医療

提供体制を構築していくための方向性を共有するため、まずは、地域における救急医

療、小児医療、周産期医療等の政策医療を担う中心的な医療機関から、その役割の明

確化を図り、その他の医療機関については、中心的な医療機関が担わない機能や、中

心的な医療機関との連携等を踏まえ、役割の明確化を図ることとされています。 

病院事業を設置する地方公共団体においては、「新公立病院改革ガイドライン」（平

成 27 年３月 31 日付け総財準第 59 号総務省自治財政局長通知）を参考に、平成 28 年

度中に「新公立病院改革プラン」を策定することとされており、策定した「新公立病

院改革プラン」をもとに、地域医療構想調整会議に参加することで、地域医療構想の

達成に向けた具体的な議論が促進されるものと考えております。 

また、医療法上、都道府県知事は、地域医療構想の達成を図るため、公的医療機関

等（同法第７条の２第１項各号に掲げる者が開設する医療機関をいう。以下同じ。）

に対してより強い権限の行使が可能となっております。 
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さらに、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構が開設する

医療機関、地域医療支援病院及び特定機能病院については、その設立の趣旨や、地域

における医療確保等の責務に鑑み、今後も地域に求められる役割を果たしていくこと

が期待されます。 

こうした点を踏まえれば、公的医療機関等を始めとする上記の医療機関が、他の医

療機関に率先して、地域医療構想の達成に向けた将来の方向性を示していただくこと

が重要と考えております。 

なお、「経済財政運営と改革の基本方針 2017」（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）にお

いても、個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応方針を速やかに策定するため、

２年間程度で集中的な検討を促進することとされたところです。 

ついては、貴殿が設置する医療機関について、地域医療構想調整会議における具体

的な議論の促進に資するよう、別添の様式を参考に「公的医療機関等２０２５プラン」

を策定するとともに、策定した「公的医療機関等２０２５プラン」を地域医療構想調

整会議に提示し、具体的な議論を進めていただくよう、貴殿が設置する医療機関に対

し依頼いただきますようお願いします。また、策定したプランについては、地域医療

構想調整会議における協議の方向性との齟齬が生じた場合には見直しを行うなど、地

域の他の医療機関との役割分担や連携体制も含め、構想区域全体における医療提供体

制との整合性を図っていただくようお願いします。 

なお、「公的医療機関等２０２５プラン」については、別添「公的医療機関等２０

２５プランについて」に示す「地域医療構想調整会議の進め方のサイクル」に沿って、

地域で計画的に議論が進められるよう、可能な限り早期に策定を進めることが重要で

あることから、救急医療や災害医療といった政策医療を主として担う医療機関につい

ては、このサイクルで予定されている３回目の地域医療構想調整会議における議論に

間に合うよう本年９月末までに、その他の医療機関においても、遅くとも４回目の地

域医療構想調整会議において議論できるよう本年 12 月末までに策定を進めていただ

くようお願いします。 

また、本件については、国において都道府県へ地域医療構想調整会議における議論

の状況等についての進捗確認をする中で策定状況等の把握をいたしますが、これに加

え、貴殿に対し直接、貴殿が設置する医療機関の策定状況等について照会をさせて頂

く可能性があることを申し添えます。 
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（別記） 

 

日本赤十字社社長 

社会福祉法人恩賜財団済生会会長 

全国厚生農業協同組合連合会会長 

社会福祉法人北海道社会事業協会会長 

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 

国家公務員共済組合連合会理事長 

公立学校共済組合理事長 

日本私立学校振興・共済事業団理事長 

健康保険組合連合会会長 

独立行政法人国立病院機構理事長 

独立行政法人労働者健康安全機構理事長 

各特定機能病院開設者 

各地域医療支援病院開設者 
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（別添） 

 

 

 

 
○○病院 

公的医療機関等2025プラン 

 

 

 

 
平成２９年 ○月 策定 
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【○○病院の基本情報】 

 

医療機関名： 

 

開設主体： 

 

所在地： 

 

 

許可病床数： 

（病床の種別） 

 

（病床機能別） 

 

 

稼働病床数： 

（病床の種別） 

 

（病床機能別） 

 

 

診療科目： 

 

 

職員数： 

 ・ 医師 

 ・ 看護職員 

 ・ 専門職 

 ・ 事務職員 
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【１．現状と課題】 

 

①  構想区域の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  構想区域の課題 
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③ 自施設の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 自施設の課題 
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【２．今後の方針】 ※ １．①～④を踏まえた、具体的な方針について記載 

 

①  地域において今後担うべき役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  今後持つべき病床機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  その他見直すべき点 
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【３．具体的な計画】 ※ ２．①～③を踏まえた具体的な計画について記載 

 

① ４機能ごとの病床のあり方について 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（平成28年度病床機能報告） 

 将来 

（2025年度） 

高度急性期    

急性期    

回復期  →  

慢性期    

（合計）    

 

 

 ＜年次スケジュール＞ 

 取組内容 到達目標 （参考） 

関連施策等 

2017年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019～2020

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

2021～2023

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第

７

次

医

療

計

画 

第７期 

介護保険 

事業計画 

２
年
間
程
度
で 

集
中
的
な
検
討
を
促
進 

第８期 

介護保険 

事業計画 
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② 診療科の見直しについて 

 検討の上、見直さない場合には、記載は不要とする。 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（本プラン策定時点） 

 将来 

（2025年度） 

維持 

 

→ 

 

新設  → 

 

廃止 

 

→  

変更・統合 

 

→ 

 

 

 

③ その他の数値目標について 

 

医療提供に関する項目 

・ 病床稼働率： 

・ 手術室稼働率： 

・ 紹介率： 

・ 逆紹介率 

経営に関する項目＊ 

・ 人件費率： 

・ 医業収益に占める人材育成にかける費用（職員研修費等）の割合： 

 その他： 

 

 

 

＊地域医療介護総合確保基金を活用する可能性がある場合には、記載を必須とする。 

 

【４．その他】 

（自由記載） 

 

 

 

72



 

 

（別添） 

 

 

 
○○病院 

公的医療機関等2025プラン 

（参考資料） 

 

 

 
平成２９年 ○月 策定 
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【○○病院の基本情報】 

 

医療機関名： 

 

開設主体： 

 

所在地： 

 

 

許可病床数： 

（病床の種別） 

 

（病床機能別） 

 

 

稼働病床数： 

（病床の種別） 

 

（病床機能別） 

 

 

診療科目： 

 

 

職員数： 

 ・ 医師 

 ・ 看護職員 

 ・ 専門職 

 ・ 事務職員 
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【１．現状と課題】 

 

①  構想区域の現状 

 

○ 2025年に向けて、それぞれの患者が、状態に応じて必要な医療を適切な場所で受けるこ

とのできる医療提供体制の構築に向けて、各医療機関が、地域における自らの立ち位置

を把握するためには、地域ごとの実情を把握することが必要。 

○ 各地域で策定した地域医療構想等を参考に、構想区域の現状について記載。 

 

都道府県が策定した地域医療構想を参考に記載すること。 

 

（記載事項例） 

・ 地域の人口及び高齢化の推移 

・ 地域の医療需要の推移 

・ ４機能ごとの医療提供体制の特徴 

・ 地域の医療需給の特徴（４機能ごと／疾患ごとの地域内での完結率、等） 

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  構想区域の課題 

 

○ 各医療機関が、地域において今後担うべき役割を検討するに当たり、その前提として、

地域ごとの課題を把握することが必要。 

○ 構想区域における課題について、①の記載事項を踏まえて整理し、記載。 

 

都道府県が策定した地域医療構想を参考に記載すること。 

 

（具体例） 

・ 人口減少に伴い、地域の医療需要も減少傾向にある 

・ 急性期医療の提供体制について、複数の医療機関で一部機能が重複している 

・ 急性期医療を受けた後の患者の受け皿となる医療機関が不足（いわゆる出口問題が深刻） 

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

適宜、図表を使用 

（地域医療構想、医療計画等を参考とすること） 

適宜、図表を使用 

（地域医療構想、医療計画等を参考とすること） 
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③ 自施設の現状 

 

○ 医療提供体制の構築に向けて、各医療機関が、地域における自らの立ち位置を把握する

ため、地域の実情に加え、自施設の現状を把握することが必要。 

○ 自施設の現状として、自施設の持つ設備・人材などの医療資源や、地域において現在果

たしている役割等について記載。 

 

（記載事項例） 

・ 自施設の理念、基本方針等 

・ 自施設の診療実績（届出入院基本料、平均在院日数、病床稼働率、等） 

・ 自施設の職員数（医師、看護職員、その他専門職、事務職員、等） 

・ 自施設の特徴（４機能のうち○○が中心、等） 

・ 自施設の担う政策医療（５疾病・５事業及び在宅医療に関する事項） 

・ 他機関との連携（周産期医療については他の医療機関との連携を前提に対応、等） 

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 自施設の課題 

 

○ 各医療機関が、地域において今後担うべき役割を検討するに当たり、地域ごとの課題を

踏まえ、自施設の持つ課題を整理することが必要。 

○ 自施設の課題について、①～③の記載事項を踏まえて整理し、記載。 

 

（具体例） 

・ 地域の医療需要の減少が見込まれること、近隣の○○病院との機能の一部重複があるこ

とから、現状の体制を維持するべきか否か、検討が必要 

・ 地域で不足している、急性期医療を受けた後の患者の受け皿となる医療機関の整備に向

けて、当院の役割の再検討が必要 

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

適宜、図表を使用 

適宜、図表を使用 
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【２．今後の方針】 ※ １．①～④を踏まえた、具体的な方針について記載 

 

① 地域において今後担うべき役割 

 

（具体例） 

・ ○○病院のみでは対応しきれない、脳卒中及び心血管疾患への対応を中心とした急性期

医療の提供体制は維持していく 

・ 地域における回復期機能の一翼を担う 

等 

 

 

 

 

 

 

 

② 今後持つべき病床機能 

 

（具体例） 

・ 現在の急性期病棟は一定程度維持する必要があるが、規模の適正化を検討する 

・ 回復期機能を提供する病棟の整備について検討する 

等 

 

 

 

 

 

 

 

③ その他見直すべき点 

 

（具体例） 

・ 医療機関全体として、病床利用率が低下傾向であり、今後の医療需要の推移を加味して、

最適な病床規模について検討する 

等 
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【３．具体的な計画】 ※ ２．①～③を踏まえた具体的な計画について記載 

 

① ４機能ごとの病床のあり方について 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（平成28年度病床機能報告） 

 将来 

（2025年度） 

高度急性期    

急性期    

回復期  →  

慢性期    

（合計）    

 

 ＜（病棟機能の変更がある場合）具体的な方針及び整備計画＞ 

  （記載事項例） 

  ・ 病棟機能の変更理由 

  ・ 病棟の改修・新築の要否 

  ・ 病棟の改修・新築の具体的計画 

  （具体例） 

  ・ 地域に不足する回復期機能を提供するため、７階Ａ病棟を急性期から回復期に変更 

  ・ 病棟機能の変更に伴い、リハビリテーション室を１室作成（２病室を廃止） 

  ・ リハビリテーション室の増築に伴い、病床数を減少（40床→30床） 

 

 ＜年次スケジュール（記載イメージ）＞ 

 取組内容 到達目標 （参考） 

関連施策等 

2017年度 

 

 

 

 

○合意形成に向けた協議 

 

 

 

 

 

 

 

○自施設の今後の病床のあり方

を決定（本プラン策定） 

 

2018年度 

 

 

○地域医療構想調整会議に

おける合意形成に向け検討 

 

 

 

 

 

 

○地域医療構想調整会議におい

て自施設の病床のあり方に関す

る合意を得る 

 

 

2019～2020

年度 

 

○具体的な病床整備計画を

策定 

 

○施工業者の選定・発注 

 

 

 

○2019年度中に整備計画策定 

 

○2020年度中に着工 

 （・現病棟の担う機能は一時 

   的に他の病棟で補う） 

 

2021～2023

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2022年度末までに 

 ・新病棟稼働 

 （・旧病棟廃止） 

 

 

 

第

７

次

医

療

計

画 

第８期 

介護保険 

事業計画 

第７期 

介護保険 

事業計画 

２
年
間
程
度
で 

集
中
的
な
検
討
を
促
進 
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② 診療科の見直しについて 

検討の上、見直さない場合には、記載は不要とする。 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（本プラン策定時点） 

 将来 

（2025年度） 

維持 

 

→ 

 

新設  → 

 

廃止 

 

→  

変更・統合 

 

→ 

 

 

 ＜（診療科の見直しがある場合）具体的な方針及び計画＞ 

  （記載事項例） 

  ・ 診療科の新設・廃止・変更・統合等の理由 

  ・ （新設等の場合）具体的な人員確保の方策 

  ・ （廃止等の場合）廃止される機能を補う方策 

  （具体例） 

  ・ 近隣の○○病院との機能の重複があるため、△△科を廃止 

  ・ 地域における△△科の患者については、協議の上、○○病院で対応していただく方針 

  ・ 構想区域内に提供施設がないため、□□科を新設 

  ・ □□科については、隣接する構想区域の▽▽病院と提携し、人員を確保 

 

 

③  その他の数値目標について 

 

医療提供に関する項目 

・ 病床稼働率 

・ 手術室稼働率 

・ 紹介率 

・ 逆紹介率 

経営に関する項目＊ 

・ 人件費率 

・ 医業収益に占める人材育成にかける費用（職員研修費等）の割合 

 その他 

 

＊地域医療介護総合確保基金を活用する可能性がある場合には、記載を必須とする。 

 

【４．その他】 

（自由記載） 
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公的医療機関等２０２５プランについて

※本資料は、「第７回地域医療構想に関するワーキンググループ」
（平成29年7月19日開催）において公表した資料を一部改編したものである。

（別添）
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都
道
府
県

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度
中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を
策定し、更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療

需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えにくい）

医療機能
を自主的に

選択

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」
で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告
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地域医療構想の実現プロセス
１． まず、医療機関が「地域医療構想調整会議」で協議を行い、機能分化・連携を進める。都道府県

は、地域医療介護総合確保基金を活用。
２． 地域医療構想調整会議での協議を踏まえた自主的な取組だけでは、機能分化・連携が進まない場合

には、医療法に定められた都道府県知事の役割を適切に発揮。

STEP1   地域における役割分担の明確化と将来の
方向性の共有を「地域医療構想調整会議」で協議

個々の病院の再編に向け、各都道府県での「調整会
議」での協議を促進。

① 救急医療や小児、周産期医療等の政策医療を担
う中心的な医療機関の役割の明確化を図る

② その他の医療機関について、中心的な医療機関
が担わない機能や、中心的な医療機関との連携
等を踏まえた役割の明確化を図る

STEP２「地域医療介護総合確保基金」により支援

都道府県は、「地域医療介護総合確保基金」を活用
して、医療機関の機能分化・連携を支援。

・病床機能の転換等に伴う施設整備・設備整備の
補助等を実施。

STEP３ 都道府県知事による適切な役割の発揮

都道府県知事は、医療法上の役割を適切に発揮し、
機能分化・連携を推進。

【医療法に定められている都道府県の権限】
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しよう
とする医療機関に対して、転換の中止の命令（公的医
療機関等）及び要請・勧告（民間医療機関）

② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医
療機能を担うよう指示（公的医療機関等）及び要請・勧
告（民間医療機関）

③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不
足している医療機能を担うよう、開設等の許可に条
件を付与

④ 稼働していない病床の削減を命令（公的医療機関等）
及び要請・勧告（民間医療機関）

※ ①～④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の
手続きを経る必要がある。

※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公
表や地域医療支援病院の承認の取消し等を行うことができる。
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【医療計画の見直し等に関する意見のとりまとめより抜粋】

＜地域医療構想調整会議の役割を踏まえた議論する内容及び進め方の整理＞

１ 医療機能の役割分担について

ア 構想区域における将来の医療提供体制を構築していくための方向性の共有

（ア）構想区域における医療機関の役割の明確化

○ 将来の医療提供体制を構築していくための方向性を共有するため、当該構想区域
における医療機関であって、地域における救急医療や災害医療等を担う医療機関
が、どのような役割を担うか明確にすることが必要である。その際に、次の各医療
機関が担う医療機能等を踏まえ、地域医療構想調整会議で検討を進めること。

・ 構想区域の救急医療や災害医療等の中心的な医療機関が担う医療機能

・ 公的医療機関等及び国立病院機構の各医療機関が担う医療機能
（公立病院の担う医療機能については、新公立病院改革ガイドラインに基づき検討すること）

・ 地域医療支援病院及び特定機能病院が担う医療機能

等

地域医療構想調整会議での議論の進め方について
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

・都道府県職員研修（前期）
・データブック配布及び説明会
・基金に関するヒアリング

・都道府県職員研修（中期）
・地域医療構想の取組状況の
把握

・都道府県職員研修（後期）
・病床機能報告の実施

（平成29年度については、第
７次医療計画に向けた検討を
開始）

●具体的な機能分化・連携に向
けた取組の整理について
・県全体の病床機能や５事業等
分野ごとの不足状況を明示

●病床機能報告や医療計画
データブック等を踏まえた役
割分担について確認

・不足する医療機能の確認
・各医療機関の役割の明確化
・各医療機関の病床機能報告
やデータブックの活用

●機能・事業等ごとの不足を
補うための具体策についての
議論

・地域で整備が必要な医療機
能を具体的に示す
・病床機能報告に向けて方向
性を確認

●次年度における基金の活用
等を視野に入れた議論

・次年度における基金の活用
等を視野に入れ、機能ごとに
具体的な医療機関名を挙げた
うえで、機能分化・連携若し
くは転換についての具体的な
決定

●次年度の構想の具体的な取
組について意見の整理

・地域において不足する医療
機能等に対応するため、具体
的な医療機関名や進捗評価の
ための指標、次年度の基金の
活用等を含むとりまとめを行
う

●病床機能の分化・連携に向けた好事例や調整困難事例について収集・整理（国において全国状況を整理）
●地域住民・市区町村・医療機関等に対する情報提供（議事録の公開、説明会等）

１回目 ２回目 ３回目 ４回目

：国から都道府県へ進捗確認

○ 次のような年間のスケジュールを毎年繰り返すことで、地域医療構想の達成を目指す。

地域医療構想調整会議の進め方のサイクル（イメージ）

国

都
道
府
県

調
整
会
議
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② 地域医療構想の実現、医療計画・介護保険事業計画の整合的な策定等

地域医療構想の実現に向けて地域ごとの「地域医療構想調整会議」での具体的議論を促進

する。病床の役割分担を進めるためデータを国から提供し、個別の病院名や転換する病床数

等の具体的対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度で集中的な検討を促進する。これ

に向けて、介護施設や在宅医療等の提供体制の整備と整合的な慢性期機能の再編のための地

域における議論の進め方を速やかに検討する。このような自主的な取組による病床の機能分

化・連携が進まない場合には、都道府県知事がその役割を適切に発揮できるよう、権限の在

り方について、速やかに関係審議会等において検討を進める。また、地域医療介護総合確保

基金について、具体的な事業計画を策定した都道府県に対し、重点的に配分する。

地域医療構想における2025年（平成37年）の介護施設、在宅医療等の追加的必要量（30

万人程度）を踏まえ、都道府県、市町村が協議し整合的な整備目標・見込み量を立てる上で

の推計の考え方等を本年夏までに示す。

「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）［抜粋］

6
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○ 命令・指示・勧告に従わなかった旨を公表

○ 命令・指示・勧告に従わない地域医療支援病院･特定機能病院※は承認を取消し

都道府県知事の権限の行使の流れ

• 病床機能報告において基準日と基準日後の
病床機能が異なる場合であって

• 基準日後病床機能に応じた病床数が、病床
の必要量（必要病床数）に既に達している

地域医療構想の達成を推進するた
めに必要な事項について、協議の
場での協議が調わないとき等

都道府県医療審議会の意見を聴いて、

不足する医療機能に係る医療を提
供することを指示（公的医療機関
等）又は要請（民間医療機関）

【過剰な医療機能への転換の中止等】 【不足する医療機能への転換等の促進】

病院の開設等の許可申
請があった場合

都道府県医療審議会の意見を聴いて、
当該措置を講ずべきことを勧告

要請を受けた者が、正当な理由がなく、
当該要請に係る措置を講じていない

①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由等説明

理由等がやむを得ないものと認められない場合、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、

病床機能を変更しないことを命令（公的医
療機関等）又は要請（民間医療機関）

応答の
努力義務

病床を稼働していな
いとき

不足する医療機能に係る
医療を提供する旨の条件
を開設等許可に付与

正当な理由がなく、当該勧告に
係る措置を講じていない

都道府県医療審議会の意見を聴い

て、期限を定めて、当該勧告に
係る措置をとるべきことを命令

正当な理由がなく、
条件に従わない

都道府県医療審議会の意見

を聴いて、期限を定めて条
件に従うべきことを勧告

都道府県審議会の意見

を聴いて、当該病床の
削減を命令（公的医療
機関等）又は要請（民
間医療機関）

【非稼働病床の削減】

要請の場合
（民間医療機関）命令の場合

（公的医療機関等）
指示の場合

（公的医療機関等）

医療法第30条の15 医療法第30条の16 医療法第７条第５項

医療法第27条の２

※特定機能病院の承認取消しは
厚生労働大臣が行う

医療法第30条の17

要請の場合
（民間医療機関）

要請を受けた者が、
正当な理由がなく、

当該要請に係る措置
を講じていない

都道府県医療審議
会の意見を聴いて、
当該措置を講ず
べきことを勧告

命令・指示・勧告に従わない

医療法第30条の18

医療法第30条の12

医療法第７条の２第３項

命
令
の
場
合
（
公
的
医
療
機
関
等
）

医療法第29条第３項
及び第４項
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公的医療機関等２０２５プランについて

○ 公的医療機関は、地域医療対策協議会のメンバーに含まれており、また、地域医療対策への協力義
務が課されているなど、地域における医療確保を担うこととされている。

○ また、公的医療機関及び医療法第７条の２第１項第２号から第８号に掲げる者（共済組合、健康保
険組合、地域医療機能推進機構等）が開設する医療機関については、地域医療構想の達成を図るため
に都道府県知事が行使することができることとされている権限の位置付けが、他の医療機関に対する
ものと異なる。

○ その他の独立行政法人（国立病院機構、労働者健康安全機構）が開設する医療機関についても、そ
の設立の経緯と、現に地域における医療確保に果たしている役割を鑑みると、今後も、地域における
医療確保に一定の役割を果たすことが期待されているものと考えられる。

○ 地域医療支援病院及び特定機能病院については、公的医療機関と同様、地域医療対策協議会のメン
バーに含まれているなど、地域における医療確保の役割を果たすよう努めることとされている。

○ 公的医療機関をはじめとしたこれらの医療機関については、地域において今後担うべき
役割等の方向性を、率先して明らかにし、地域で共有することが必要ではないか。

○ これらの医療機関に対して、地域における今後の方向性について記載した「公的医療機
関等２０２５プラン」（※）の作成を求めることとする。

○ 策定したプランを踏まえ、地域医療構想調整会議においてその役割について議論するこ
ととする。

（※）「公的医療機関等２０２５プラン」の策定対象は下記のとおり
○ 公的医療機関（日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会等が開設する医療機関）（公立病院除く）
○ 医療法第７条の２第１項第２号から第８号に掲げる者（共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構等）が開設する医療機関
○ その他の独立行政法人（国立病院機構、労働者健康安全機構）が開設する医療機関
○ 地域医療支援病院
○ 特定機能病院
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公的医療機関等２０２５プラン 目次

【基本情報】
・ 医療機関名、開設主体、所在地 等

【現状と課題】
・ 構想区域の現状と課題
・ 当該医療機関の現状と課題 等

【今後の方針】
・ 当該医療機関が今後地域において担うべき役割 等

【具体的な計画】
・ 当該医療機関が今後提供する医療機能に関する事項

（例）・ ４機能ごとの病床のあり方について
・ 診療科の見直しについて 等

・ 当該医療機関が今後提供する医療機能に関する、具体的な数値目標
（例）・ 病床稼働率、手術室稼働率等、当該医療機関の実績に関する項目

・ 紹介率、逆紹介率等、地域との連携に関する項目
・ 人件費率等、経営に関する項目 等

【その他】

○ 公的医療機関等２０２５プランにおいては、地域医療構想に関する以下の事項につい
て、記載を求めることを基本とすることとする。
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２０２５プランの記載事項①

○ 今後、2025年に向けて、それぞれの患者が、状態に応じて必要な医療を適切な場所
で受けることのできる医療提供体制の構築に向けて、各医療機関が、地域医療構想を
踏まえた自らの役割を明確にすることが必要。

○ 各医療機関が、今後、地域において担うべき役割を明確にするためには、
① 構想区域ごとの医療提供体制の現状を把握すること
② 各医療機関が現に地域において担っている役割を確認すること
が必要。

○ 新公立病院改革ガイドラインにおいても、新公立病院改革プランに以下の事項を記
載することとされている。

（１）地域医療構想を踏まえた役割の明確化
① 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割

○ 公的医療機関等２０２５プランにおいても、以下の事項に関する記載を求め
ることとする。

○ 構想区域の現状と課題
○ （上記を踏まえた）当該医療機関の現状と課題
○ （上記を踏まえた）当該医療機関が今後地域において担うべき役割
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公的医療機関等２０２５プランの記載事項②

○ 各医療機関は、構想区域ごとの医療提供体制の現状と、自らが現に地域において
担っている救急医療や周産期医療等の役割を踏まえた上で、今後地域において担うべ
き役割について、改めて検討することが必要。

○ 今後地域において担うべき役割については、当該医療機関内で共有するとともに、
地域医療構想調整会議においても共有し、構想区域ごとの医療提供体制の整備方針と
齟齬がないかどうか、確認が必要。

○ 地域医療構想調整会議において、地域の関係者が各医療機関の方針を再確認し、今
後の方向性を議論するに当たっては、提供する予定の医療機能等について明確にして
おくことにより、より具体的な議論が可能となる。

○ 公的医療機関等２０２５プランにおいても、以下の事項に関する記載を求
めることとする。

○ 当該医療機関が今後提供する医療機能に関する事項
（例） ・ ４機能ごとの病床のあり方について

・ 診療科の見直しについて 等

○ 当該医療機関が今後提供する医療機能に関する、具体的な数値目標
（例） ・ 病床稼働率、手術室稼働率等、当該医療機関の実績に関する項目

・ 紹介率、逆紹介率等、地域との連携に関する項目
・ 人件費率等、経営に関する項目 等
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公的医療機関等２０２５プランの策定プロセスについて

○ 各医療機関におけるプランの策定過程においても、地域の関係者からの意見を聴くな
どにより、構想区域ごとの医療提供体制と整合的なプランの策定が求められる。

○ 各医療機関は、プラン策定後、速やかにその内容を地域医療構想調整会議に提示し、
地域の関係者からの意見を聴いた上で、地域の他の医療機関との役割分担や連携体制も
含め、構想区域全体における医療提供体制との整合性をはかることが必要。地域医療構
想調整会議における協議の方向性との齟齬が生じた場合には、策定したプランを見直す
こととする。

○ さらに、上記以外の医療機関においても、構想区域ごとの医療提供体制の現状と、現
に地域において担っている役割を踏まえた今後の方針を検討することは、構想区域にお
ける適切な医療提供体制の構築の観点から重要である。まずは、それぞれの医療機関
が、自主的に検討するとともに、地域の関係者との議論を進めることが望ましい。

○ 公的医療機関等２０２５プランの策定に当たっては、以下のようなプロセスを経て、
各医療機関の地域における役割について議論することとする。
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（参考１）
新公立病院改革ガイドラインについて

92



１ 医療提供体制の改革（病床機能の分化・連携）

○ 都道府県が、2025年の機能別の医療需要・必要

病床数※と目指すべき医療提供体制等を内容とする

地域医療構想を策定(H27年度～)

２ 実現するための方策

○ 都道府県による「地域医療構想調整会議」の開催

○ 知事の医療法上の権限強化（要請・指示・命令等）

○ 医療介護総合確保基金を都道府県に設置

医療需要 必要病床数

高度急性期 ○○○　人/日 ○○○　病床

急性期 □□□　人/日 □□□　病床

回復期 △△△　人/日 △△△　病床

慢性期 ▲▲▲　人/日 ▲▲▲　病床

2025年（推計）

公立病院改革の推進について

医療介護総合確保推進法（H27年4月施行）

に基づく取組（厚生労働省）

※ イメージ 〔構想区域単位で策定〕

70.3% 

53.6% 

29.7% 

46.4 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20年度

25年度

≪経営の効率化≫ ≪再編・ネットワーク化≫

・統合・再編等に取り組んでいる病院数
１６２病院（H25年度末）

・再編等の結果、公立病院数は減少
H20 : ９４３ ⇒ H25 : ８９２ （△ ５１病院）

H26 : ８８１ （△ ６２病院）

≪経営形態の見直し≫

・地方独立行政法人化(非公務員型) ６６病院

・指定管理者制度導入(いわゆる公設民営) １７病院

・民間譲渡・診療所化 ４８病院

【赤字】 【黒字】 （H26年度末）

１ 新公立病院改革プランの策定を要請
（１) 策定時期：地域医療構想の策定状況を踏まえつつH27年度又はH28年度中

（２）プランの期間：策定年度～H32年度を標準

（３）プランの内容：以下の4つの視点に立った取組を明記

２ 都道府県の役割・責任を強化

○再編・ネットワーク化への積極的な参画、新設・建替へのチェック機能の強化等

３ 地方財政措置の見直し
○再編・ネットワーク化への財政措置の重点化（H27年度～）

通常の整備 ・・・・・ 25%地方交付税措置

再編・ネットワーク化に伴う整備 ・・・・・ 40%地方交付税措置

新公立改革ガイドライン（H27年3月）に基づく更なる改革の推進

「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年3月）に基づき新公立病院改革プランの策定を要請。

医療提供体制の改革と連携して公立病院の更なる経営効率化、再編・ネットワーク化等を推進。

・経常収支比率等の数値目標を設定

・地方独立行政法人化等を推進

経営の効率化

経営形態の見直し

公立病院改革ガイドライン（H19年12月）に基づくこれまでの取組の成果

連携

・病床機能、地域包括ケア構築等を明確化

・経営主体の統合、病院機能の再編を推進

地域医療構想を踏まえた役割の明確化

再編・ネットワーク化
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新公立病院改革ガイドラインの内容

(1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化
① 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割
② 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役
割

③ 一般会計負担の考え方
④ 医療機能等指標に係る数値目標の設定
1) 医療機能・医療品質に係るもの
2) その他

⑤ 住民の理解

(2) 経営の効率化
① 経営指標に係る数値目標の設定
1) 収支改善に係るもの
2) 経費削減に係るもの
3) 収入確保に係るもの
4) 経営の安定性に係るもの

② 経常収支比率に係る目標設定の考え方
③ 目標達成に向けた具体的な取組
1) 医師等の人材の確保・育成
2) 経営感覚に富む人材の登用及び事務職員の人材開
発の強化

3) 民間病院との比較
4) 施設・設備整備費の抑制等
5) 病床利用率が特に低水準である病院における取組

④ 新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等

(3) 再編・ネットワーク化
① 再編・ネットワーク化に係る計画の明記
② 取組病院の更なる拡大
1) 施設の新設・建替等を行う予定の公立病院
2) 病床利用率が特に低水準である公立病院（過去
３年間連続して70%未満）

3) 地域医療構想等を踏まえ医療機能の見直しを検
討することが必要である公立病院

③ 再編・ネットワーク化に係る留意事項
1) 二次医療圏等の単位での経営主体の統合の推進
2) 医師派遣等に係る拠点機能を有する病院設備
3) 病院機能の再編成（公的病院、民間病院等との
再編を含む）

(4) 経営形態の見直し
① 経営形態の見直しに係る計画の明記
② 経営形態の見直しに係る選択肢と留意事項
1) 地方公営企業法の全部適用
2) 地方独立行政法人化（非公務員型）
3) 指定管理者制度の導入
4) 民間譲渡
5) 事業形態の見直し
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【新公立病院改革ガイドラインより抜粋】

第１ 更なる公立病院改革の必要性

３ 公立病院改革の基本的な考え方

今後の公立病院改革の目指すところは、前ガイドラインと大きく変わるものではな
い。すなわち、公立病院改革の究極の目的は、公・民の適切な役割分担の下、地域に
於いて必要な医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院が安定した経営の下でへ
き地医療・不採算医療や高度・先進医療等を提供する重要な役割を継続的に担ってい
くことができるようにすることにある。

（中略）

したがって、今後の公立病院改革は、医療法に基づく地域医療構想の検討及びこれ
に基づく取組と整合的に行われる必要がある。

第２ 地方公共団体における新改革プランの策定

１ 新改革プランの策定時期

（中略）

なお、新改革プランは、地域医療構想と整合的であることが求められているもので
あるが、仮に、新改革プラン策定後に、地域医療構想の達成を推進するために行う関
係者との協議の場（以下「地域医療構想調整会議」という。）の合意事項と齟齬が生
じた場合には、速やかに新改革プランを修正すべきである。

新公立病院改革ガイドラインと地域医療構想
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新公立病院改革ガイドラインの内容①

○ 究極の目的は、公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制の確保
を図り、その中で公立病院が安定した経営の下でへき地医療・不採算医療や高度・先進医療
等を提供する重要な役割を継続的に担っていくことができるようにすること。

○ 今後の公立病院改革は、医療法に基づく地域医療構想の検討及びこれに基づく取組と整
合的に行われる必要がある。

ポイント１

公立病院改革の基本的な考え方
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新公立病院改革ガイドラインの内容②－１ポイント２

○ 新改革プランの策定時期は、都道府県が策定する地域医療構想の策定状況を踏まえつつ、できる限り
早期に策定することとし、平成27年度又は平成28年度中に策定
※ 仮にプラン策定後、推進法に基づく協議の場の合意事項と齟齬が生じた場合は、速やかにプランを修正
※ 地域医療構想における当該公立病院の病床機能等の方向性が明らかである場合、地域医療構想に先行して新改革プランを策定

することも可能

○ 新改革プラン対象期間は、策定年度あるいはその次年度から平成32年度までの期間を対象として策
定することを標準

○ 新改革プランの内容は、「経営効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態の見直し」に、「地域医療
構想を踏まえた役割の明確化」を加えた４つの視点に沿って記載

○ 前ガイドラインによる公立病院改革プランに基づき、再編・ネットワーク化や経営形態の見直しに取り組
んでいる場合であっても、現在の取組状況や成果を検証するとともに、地域医療構想の達成の推進を図
る観点も踏まえつつ、更なる見直しの必要性について検討すべきであることから、新改革プランを策定

○ 既に、自主的に前ガイドラインによる公立病院改革プランの改定を行っている場合又は地方独立行政
法人が地方独立行政法人法に基づき中期計画を策定している場合には、本ガイドラインにおいて要請し
ている事項のうち不足している部分を追加又は別途策定

地方公共団体における新公立病院改革プランの策定
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新公立病院改革ガイドラインの内容②－２ポイント３

(1) 地域医療構想を踏まえた役割の明確化

① 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たす役割

構想区域における病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量等が示される地域医療構想と整合性のとれた形で、当該公立病院
の将来の病床機能のあり方を示すなどの具体的な将来像 （平成37年（2025年））を明確化

② 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割

・ 中小規模の公立病院にあっては、例えば在宅医療に関する当該公立病院の役割を示す、 住民の健康づくりの強化に当たっての具体
的な機能を示すなど、地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を明確化

・ 大規模病院等にあっては、緊急時における後方病床の確保や人材育成など病院の特性に応じて果たすべき役割を明確化

③ 一般会計負担の考え方

④ 医療機能等指標に係る数値目標の設定

⑤ 住民の理解

当該公立病院の役割に対応して一般会計が負担すべき経費の範囲についての考え方及び一般会計等負担金の算定基準（繰出基準）
を記載

果たすべき役割に沿った医療機能を十分に発揮しているかを検証する観点から、適切な医療機能等指標について、数値目標を設定

当該病院が担う医療機能を見直す場合には、これを住民がしっかりと理解し納得してもらうための取組を実施

○ 地域医療構想の実現に向けた取組と並行して行われるものであることから、必然的に、公立病院の役割を従来にも増して精査

○ 公立病院の中でも、他の病院が複数立地する人口密集地に所在する場合や、人口が少ない中山間地に所在する場合など、立地条件
や医療機能の違いがあることを踏まえて役割を明確化
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・ 医師等の人材の確保・育成

・ 人材登用・人材開発

・ 民間病院との比較
・ 施設・設備整備費の抑制

・ 病床利用率が特に低水準である病院（過去３年間連続して70％未満）における取組

新公立病院改革ガイドラインの内容②－３

(2) 経営の効率化

① 経営指標に係る数値目標の設定
・ 経常収支比率及び医業収支比率については、必ず数値目標を設定
・ 自らの経営上の課題を十分に分析し、課題解決の手段としてふさわしい数値目標を自主的に設定

② 経常収支比率に係る目標設定の考え方
・ 公立病院が担っている不採算医療等を提供する役割を確保しつつ、対象期間中に経常黒字（すなわち経常収支比率が100％以上）化
する数値目標を設定

1)   一つの経営主体が複数の病院を持ち、基幹病院とサテライト病院のように機能を補完しながら一体的に運営している場合

2)   新会計基準により過去分の退職給付引当金を複数年で経常費用に計上している場合

③ 目標達成に向けた具体的な取組の明記

数値目標の達成に向けて、具体的にどのような取組をどの時期に行うこととするかを明記

④ 留意事項

複数の病院を合わせて経常黒字化の数値目標をつくることができる。

注記した上で過去分の退職給付引当金を除いて経常黒字化の数値目標をつくることができる。

地域医療支援センターや地域医療介護総合確保基金等を通じた取組
中小規模の病院も積極的に研修医・医学生等の研修受入れ
大規模病院においては、中小病院等への医師派遣や人材育成に関する連携・支援

経営感覚に富む人材を幹部職員に登用（外部からの登用も含む。）
外部人材の活用、専門的なスキルをもった職員の計画的な育成等事務職員の人材開発

建築単価の抑制
近年の建設費上昇の動向を踏まえた整備時期の検討
民間病院・公的病院の状況も踏まえた整備面積の精査

病床数の削減、診療所化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなど、再度抜本的な見直しを検討
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（参考２）
新公立病院改革プランの実例
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那智勝浦町立温泉病院 改革プラン①

○ 新改革プラン概要
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那智勝浦町立温泉病院 改革プラン②

○ 町立温泉病院を取り巻く環境

○ 入院患者、外来患者ともに減少すると推計

○ 人口減少、高齢化が進む
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那智勝浦町立温泉病院 改革プラン③

○ 町立温泉病院の現状と課題

○ 前改革プランにおける未達事項が多い（手術件数、病床利用率等）

○ 入院患者のうち、手術実施割合は低く（4.3%）、リハビリテーションの実施率は高い（89.7%）
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那智勝浦町立温泉病院 改革プラン④

○ 地域医療構想を踏まえた果たすべき役割

○ 新宮保健医療圏では、病床数全体では
480床過剰

○ 新病院では、地域医療構想を考慮する
とともに、当院に求められる医療機能を
考慮し、現在の150床での運用から120床
に減床し、全体的な病床過剰状態に対応

○ 新宮保健医療圏では、高度急性期と急性期を
合わせて272床過剰、療養病床は162床過剰と
なっている一方、回復期は98床不足

○ 新病院では
・ 療養病床（60床）を廃止し、新たに障害者病棟
（30床）を新設
・ 一般病棟（10対１）60床のうち、30床は回復期機
能を担う
・ 一般病棟（地域包括ケア病床）30床と合わせて、

60床を回復期とする
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魚沼地域医療再編の概要

○ 魚沼地域 公立病院再編一覧表（2015年６月～）

（県立）

（県立）

（市立）

（市立）
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魚沼市立小出病院 改革プラン

○ 改革プラン記載抜粋（再編実施後の経過）

○ 魚沼医療圏には救命救急センターがなく、重篤な
患者を１時間以上かかる圏域外の病院に搬送する必
要があった
○ 圏域内に同規模同機能の公立病院が並存していた
ことから、医師等の医療資源が分散し、非効率な医
療体制となっていた

○ このような状況を解消し、病院完結型から地域完
結型医療への転換を図るため、県立２病院、市立２
病院を三次救急、高度医療を担う県立魚沼基幹病院
（新設）と初期医療を担う周辺病院に再編
・ 県立２病院を市立２病院（小出病院、南魚沼市
民病院）に移管、病床縮小のうえ建替え
・ 残り２病院（堀之内病院、ゆきぐに大和病院）
は病床縮小

○ 医療再編により、救急患者の圏域外（長岡の日
赤、立川、長岡中央）搬送割合が7.9％から2.9％に
減少
○ 小出病院においては、魚沼基幹病院から専門外来
の助勤医師派遣体制が確立されたことにより、安定
した運営が可能となった
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熊本市民病院再建基本計画 １
２ 現状と課題
(1) 熊本医療圏の現状 (2) 熊本市民病院の現状と課題

① これまでの経営状況と課題

○ 熊本医療圏におけ
る現状の病床数は、
2025年以降の必要病
床数と比較し、余剰
が生じている

○ 全ての疾病で圏域
内での受療率が90%
超

○ 各医療圏の医療機
関数、医療従事者数
は、熊本医療圏への
一極集中傾向がある

○ 入院単価は７：１看護体制への移行や、平均在院日数の短縮等
で上昇

○ ５年前（H22）との比較では入院患者数が23.2％減少してお
り、収益も減少傾向
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熊本市民病院再建基本計画 ２
２ 現状と課題
(2) 熊本市民病院の現状と課題
② 医療機能の現状と課題

○ 総合周産期母子医療センターとして、他の周産期母子医療セン
ター（熊本大学医学部附属病院、医療法人愛育会福田病院、熊本
赤十字病院）との役割分担に基づきながら、超低出生体重児、心
疾患等の他科合併症を有する児、救命救急管理を要する異常妊
娠・分娩・合併症妊娠の母体を受け入れることとなっています。

(ｴ) DPCデータにみる当院の現状と課題
① シェアが比較的高いMDC：新生児系、女性生殖器系、乳房系、耳鼻咽喉科系
② シェアが特に低いMDC ：消化器系、呼吸器系、循環器系、眼科系、

腎・尿路系、内分泌系

(ｱ) 総合周産期母子医療の現状と課題

≪熊本医療圏におけるMDC分類別シェア≫
○ 右下に位置するほど患者数が多く、入院期間が短いことを表わす。また、円の大きさは医療圏にお
ける患者数のシェアを表わす。

（厚生労働省「診療報酬調査専門組織・DPC分科会」の資料（H27.11.16）を基に作成）

※ DPCデータ：分析可能な全国統一形式の患者臨床情報、診療行為のデータ
※ MDC：世界保健機関（WHO）が制定しているICD-10分類「疾病及び関連保健問題の国際統計

分類第10回修正」に基づく18の主要診断群
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熊本市民病院再建基本計画 ３
４ 診療科目・病床数
(2) 新病院の診療科構成

≪診療科構成の考え方≫
１ 周産期医療の提供に必要不可欠な診療科目
・ 関連する診療科は、関連度、緊急性により整理

２ 救急医療の提供に必要不可欠な診療科目
・ 救急医療体制を更に強化し、総合的診療体制を充実させるため、救急・総合診療科を新設

３ がん医療について
・ 高齢化によるがん患者の増加や女性特有のがんへの対応も踏まえ、効果的ながん医療を実施

新設 ：救急・総合診療科
統合 ：内科、小児循環器内科、消化器外科、呼吸器外科、リウマチ科、産科、婦人科
非常設：心臓血管外科
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熊本市民病院再建基本計画 ４
４ 診療科目・病床数
(3) 病床数

≪病床数の考え方≫
１ 収支予測からの検討
・ 病床規模別収支予測から、新病院建設後６年目に収支がほぼ均衡する病床数は380床程度

※ 2015（H27）年病床機能報告における病床数と2025（H37）年の必要病床数
（医療機関所在値ベース）との比較における増減率

＜基本的な目安：380床＞

２ 将来需要予測からの検討
・ 地域医療構想における熊本医療圏の2025年の病床増減率を用いて試算
・ 地域包括ケアシステムの構築に資する観点から回復期に係る病床を設置
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